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京都府公立高等学校入学者選抜要項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

 



 
 

 令和７年度京都府公立高等学校入学者選抜要項を定めたので、次のとおり縦覧に供する。 

 

  令和６年８月30日  

京都府教育委員会 

教育長  前川 明範  

 

１ 令和７年度京都府公立高等学校入学者選抜要項において定めた事項 

(1) 志願者の資格 

(2) 高等学校入学者の募集及び通学区域 

(3) 入学者選抜の種類と学力検査 

(4) 出願の要領（全日制・定時制共通） 

(5) 前期選抜（全日制・定時制共通） 

(6) 特別入学者選抜 

(7) 中期選抜（全日制・定時制共通） 

(8) 後期選抜（全日制・定時制共通） 

(9) 通信制 

(1 0) 合格者発表後の処理 

(1 1) 前期選抜、特別入学者選抜及び中期選抜の学力検査（追検査を含む。）得点の開示（全日制・定

時制共通） 

(1 2) 保護者届及び住所等に関する届並びに通学区域外就学許可申請等を必要とする者の手続（特別事

情具申）（全日制） 

 

２ 縦覧場所等 

   京都府教育庁指導部高校改革推進室において縦覧に供するほか、京都府教育委員会のホームページ 

（https://www.kyoto-be.ne.jp/）上に掲示する。 

 

３ 縦覧期間 

令和６年８月30日から令和７年３月31日まで



 

令和７年度京都府公立高等学校入学者選抜要項を次のとおり定める。 
 

    令和６年８月30日 

 

 

京都府教育委員会 

教育長 前川 明範   

 

令和７年度京都府公立高等学校入学者選抜要項 

 

令和７年度における京都府公立高等学校（以下「高等学校」という。）の入学者の選抜は、高等学校に

入学を志願する者（以下「志願者」という。） に対し、この要項の定めるところにより行うものとする。 
 
１ 志願者の資格 

  志願者の資格は、次の(1)、(2)及び(3)のいずれかであって、(4)又は(5)に該当する者であること

とする。 

(1) 令和７年３月31日までに中学校若しくはこれに準じる学校若しくは義務教育学校若しくは中等教

育学校の前期課程（以下「中学校」という。）を卒業又は修了（以下「卒業」という。）をする見

込みの者 
(2) 中学校を卒業した者 
(3) 高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる次のいずれかに

該当する者 
ア 外国において、学校教育における９年の課程を修了した者（令和７年３月31日までに修了する

見込みの者を含む。） 
イ  文部科学大臣が中学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当

該課程を修了した者（令和７年３月31日までに修了する見込みの者を含む。） 
ウ 文部科学大臣の指定した者 
エ 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則（昭和41年文部省令第36号）に定めるところ

により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者 
オ  その他高等学校長が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

  (4) 全日制の課程（以下「全日制」という。）にあっては、次のいずれかに該当する者 
ア 保護者（親権を行う者又は未成年後見人若しくはこれに準じる者として京都府教育委員会教育

長（以下「府教育長」という。）又は京都市教育長（以下「市教育長」という。）が定める者を

いう。志願者が成年の場合には、本人。以下同じ。）の住所（生活の本拠とするところをいう。

以下同じ。）が京都府の区域内（以下「府内」という。）にある者 
イ  保護者が住所を入学日までに、他の都道府県又は外国から府内に変更する者 
ウ ア及びイ以外の者で、12(4)又は(6)（31ページ）により府教育長又は市教育長の許可を受けた

もの 
  (5) 定時制の課程（以下「定時制」という。）及び通信制の課程（以下「通信制」という。）にあっては、

次のいずれかに該当する者 

ア 保護者の住所又は志願者の住所若しくは勤務先が府内にある者 
イ 保護者の住所又は志願者の住所若しくは勤務先を、入学日までに他の都道府県又は外国から府

内に変更する者 
ウ ア及びイ以外の者で高等学校長がやむを得ない事情があると認めたもの 

 
２ 高等学校入学者の募集及び通学区域 

(1) 別表１（32、33ページ）に掲げる高等学校において高等学校第１学年の生徒を募集する。 



 

   なお、京都府立高等学校に設置される学科等は、京都府立学校の分校、課程、学科等設置規則（昭

和39年京都府教育委員会規則第３号）及び各府立高等学校の学則に規定するところによる。また、

京都市立高等学校に設置される学科は、京都市立高等学校の管理運営に関する規則（平成20年京都

市教育委員会規則第９号）に規定するところによる。 
  (2) 高等学校第１学年生徒募集定員は、別に公示する。 
  (3) 入学者の募集は、この要項により高等学校長が行う。 

 (4) 通学区域は、京都府立の中学校及び高等学校の通学区域に関する規則（昭和59年京都府教育委員

会規則第14号。以下「府通学区域規則」という。）（76～80ページ）及び京都市立高等学校の通学

区域に関する規則(平成12年京都市教育委員会規則第２号。以下「市通学区域規則」という。)（83

ページ）の定めるところによる。 

 
３ 入学者選抜の種類と学力検査 

 (1) 入学者選抜として前期選抜及び中期選抜を実施する。 

なお、中期選抜を実施した後、相当の欠員が生じている場合には後期選抜を実施することがある。 

また、特別入学者選抜として、海外勤務者帰国子女特別入学者選抜、中国帰国孤児子女特別入学

者選抜、社会人特別入学者選抜、長期欠席者特別入学者選抜、京都府立清明高等学校特別入学者選

抜、京都府立清新高等学校特別入学者選抜、京都市立京都奏和高等学校特別入学者選抜及び全国部

活動特別入学者選抜を実施する。 
 (2) 学力検査は、京都府教育委員会と京都市教育委員会が相互に協力して、志願者に対し、高等学校

において、実施するものとする。 

 
４ 出願の要領（全日制・定時制共通） 

(1) 入学願書等の提出先 

入学願書等提出書類は、府通学区域規則及び市通学区域規則等により定められた就学できる高等

学校の中から、志願する高等学校（７（24ページ）に規定する中期選抜における全日制においては

第１志望第１順位、中期選抜における定時制及び８（27ページ）に規定する後期選抜においては第

１志望の高等学校をいう。）の校長（以下「志願先高等学校長」という。）に提出する。 

 (2) 志願者の手続 
   ア 志願者は、５（４ページ）に規定する前期選抜、６（８ページ）に規定する特別入学者選抜、

中期選抜又は後期選抜への出願にあたり、入学願書、学力検査受検願又は付票、受検票及び写真

票等の様式に所要事項を記入し、必要箇所に保護者が署名又は記名押印の上、在学又は出身の中

学校長（以下「中学校長」という。）を経由して、志願先高等学校長に提出すること。    
イ 志願者は、学力検査又は入学考査の手数料（全日制2,200円、定時制900円）を次の(ｱ)又は(ｲ)

のいずれかにより納入し、(ｱ)においては納税証明書〈納付済証〉、(ｲ)においては領収書を学力

検査受検願又は付票の所定欄に貼り付けること。ただし、京都市立高等学校に郵送により出願す

る場合は、定額小為替を過不足なく同封するものとする。 
 (ｱ) 京都府立高等学校において受検する者は、所定の納付書により納入する。 
 (ｲ) 京都市立高等学校において受検する者は、現金により納入する。 
ウ １(3)オ（１ページ）の該当者は、京都府公立高等学校入学志願者資格認定申請書（様式Ｄ（52

ページ））を令和７年１月20日（月）までに志願先高等学校長に提出して認定を受けること。た

だし、前期選抜又は特別入学者選抜に出願する者にあっては、令和７年１月10日（金）までに手

続を完了すること。 

  なお、手続完了後、やむを得ない事情により志願先高等学校に変更があった場合は、速やかに

変更後の志願先高等学校長へ連絡の上、京都府公立高等学校入学志願者資格認定申請書（様式Ｄ

（52ページ））に交付済みの認定書を添付し、改めて申請を行うこと。 

エ 志願者のうち、出身中学校の廃止又は被災等の事情によって中学校長を経由できない者は、志

願者で提出できる書類を、令和７年１月20日（月）までに志願先高等学校長に提出し、その指示



 

を受けること。ただし、前期選抜又は特別入学者選抜に出願する者にあっては、令和７年１月10

日（金）までに手続を完了すること。 

オ 出願にあたって、12（30ページ）に規定する府教育長若しくは市教育長又は志願先高等学校長

に届出又は許可申請を行う必要がある者は、令和７年１月７日（火）から１月17日（金）まで（日

曜日、土曜日及び祝日を除く。）の間に手続を完了すること。ただし、前期選抜又は特別入学者

選抜に出願する者にあっては、令和７年１月７日（火）から１月10日（金）までの間に手続を完

了すること。 

  (3) 中学校長の手続 

ア 中学校長は、前期選抜、特別入学者選抜、中期選抜又は後期選抜への出願にあたり、志願者が

作成した出願書類の記載事項に誤りのないことを確認の上、所要事項の記入を行い、その他必要

書類を作成し、各選抜の願書受付日に、志願先高等学校長に提出すること。 

なお、義務教育学校においては、書類の作成にあたり後期課程に読み替えて記入すること。 
また、やむを得ない理由により郵送によって出願する場合は、電話で志願先高等学校長に、志

願者氏名、志望課程・学科その他必要な事項を連絡の上、学力検査受検票等の返信用として、返

送を希望するあて先（原則として中学校長）を記入し書留速達送付分の切手を貼った封筒を同封

し、書留速達により提出すること。返信用封筒については、日本産業規格に定める角形２号の封

筒を使用すること。 

  イ 中学校長は、出願を予定する者のうち障害等があり、学力検査等実施上配慮を必要とすると考

えられる場合においては、志願先高等学校長とあらかじめ連絡・調整の上、「学力検査等受検上

の特例措置申請書Ａ」（様式Ｈ（56ページ））を、願書受付日までのできるだけ早い時期に志願

先高等学校長に提出すること。 

  ウ 中学校長は、出願を予定する外国人生徒等のうち平成31年２月１日以降に来日し外国での在住

期間が継続して１年以上の者で、学力検査等実施上配慮を必要とすると考えられる場合（６(1)

及び(2)（８ページ及び10ページ）に規定する選抜を除く。）においては、志願先高等学校長と

あらかじめ連絡・調整の上、「学力検査等受検上の特例措置申請書Ｂ」（様式Ｉ（57ページ））

を、願書受付日までのできるだけ早い時期に志願先高等学校長に提出すること。 

(4) 高等学校長の処理 
ア 高等学校長は、提出された書類を審査の上受け付け、入学願書又は学力検査受検願に付されて

いる受検票に所要事項を記入し、契印し、切り離して志願者に交付するものとする。 

  イ 高等学校長は、(3)イ又はウに基づき申請があった場合は、所管する教育委員会と協議の上、

配慮の可否及び配慮の内容を「学力検査等受検上の特例措置決定通知書」（様式Ｊ（58ページ））

により学力検査等実施期日までに中学校長に連絡すること。 

  (5) 提出書類記入上の注意 
ア 各提出書類の記入は、横書きとし、数字は算用数字を使用すること。 
イ 各欄については、特に別の定めがない限り、次の要領によって記入し、空欄を作らないこと。 

     (ｱ) 該当する事項がある場合は、必ず記入すること。 
     (ｲ) 該当する事項がない場合は、「なし」と記入すること。 
     (ｳ) 記載の事項のいずれかを選ぶ場合は、該当事項を○で囲むこと。 
     (ｴ) ※欄は、志願者、中学校では記入しないこと。 

(ｵ) ※欄以外で記入の必要のない欄は、斜線（         ）で抹消すること。 

ウ 入学願書について 

      (ｱ) 各選抜において志願できる高等学校の中から志望する高等学校名、課程名、学科名等を記入

すること（学舎又は分校への入学を志望する者は、「志望」欄の「学校名」欄に学舎又は分校

名まで記入すること。）。 

   (ｲ) 願書受付後における志望の変更は認められない。 

(ｳ) 住所及び氏名の記入については、住民基本台帳等のとおりを基本とし、楷書で正確に記入す

ること。 



 

なお、志願者と保護者の住所が同じ場合は保護者の住所欄に「志願者に同じ」と記入するこ

と。 
エ 報告書（様式Ｃの１（45ページ）、様式Ｃの２（46ページ）、様式Ｃの４（48、49ページ）及 

び様式Ｃの５（50、51ページ））について 
   (ｱ) 指導要録に基づいて、作成すること。 
     なお、第３学年については、過年度卒業者を除き、次の要領によって記入すること。 

ａ 前期選抜又は特別入学者選抜    令和６年12月31日現在の記録を記入すること。 

ｂ 中期選抜又は後期選抜       令和７年２月10日現在の記録を記入すること。 

   (ｲ) 報告書（様式Ｃの１）及び（様式Ｃの２）の「前期・中期・後期・特別」欄は、該当する選

抜を○で囲むこと。 
   (ｳ) 「学歴」欄には、中学校名を明記し、卒業見込み又は卒業について、該当するものを○で囲

むこと。 
   (ｴ) 「学習の記録」欄は、指導要録の内容に基づき、次の要領によって記入すること。ただし、

平成31年３月以前の卒業者については、記入を要しない。 
    ａ 「観点別学習状況」は、第３学年の各必修教科について、各中学校の指導要録に記載され

た観点ごとに、Ａ・Ｂ・Ｃの記号を記入すること。 

ｂ 「必修教科」の評定は、第１学年、第２学年及び第３学年についてすべて「目標に準拠し

た評価（いわゆる絶対評価）」による５段階評価によって５・４・３・２・１（５を上位と

する。）の評定点を使用すること。 
なお、特別支援学級及び特別支援学校に在籍する知的障害のある生徒等については、次の

(a)及び(b)の評定点を併せて記入すること。 

(a) 「中学校学習指導要領」に示す目標に照らして、その実現状況を５段階の評定点により

記入すること。 

(b) 「特別支援学校小学部・中学部学習指導要領」に示す中学部の目標又は生徒の発達状況

を踏まえ各中学校において定める目標等に照らして、その実現状況を５段階の評定点によ

り、（   ）書きで記入すること。 
    ｃ 「総合的な学習の時間」は、学習活動及び指導の目標や内容に基づいて各中学校が定めた

評価の観点を踏まえ、生徒の３年間の学習状況における顕著な事項等（生徒にどのような力

が身についたか・どのような学習成果が得られたのか等）に関して記入すること。 
(ｵ) 「総合所見」欄は、３年間の特別活動における活動状況（学級活動、生徒会活動、学校行事

等）、部活動の状況、生徒の特技、学校の内外におけるボランティア活動及び表彰を受けた行

為や活動、各教科、その他学校生活全体にわたって認められる行動の状況等について顕著なも

のを原則として箇条書きで記入すること。ただし、平成31年３月以前の卒業者については、「総

合所見」欄の記入を要しない。 

 
５ 前期選抜（全日制・定時制共通） 

 (1) 出願資格 
   １（１ページ）に該当する者 
 (2) 実施高等学校 
   別表２（34～37ページ）に掲げる高等学校において実施する。 
 (3) 募集人員 
   別に公示する高等学校第１学年生徒募集定員の内、別表２（34～37ページ）に掲げる人数とする。 

 (4) 出願の要領 
  ア 入学願書等の提出先 

４(1)（２ページ）によること。出願は、１高等学校の１学科、系統等に限る。 

なお、前期選抜を志願する者は、特別入学者選抜を志願することはできない。 

  イ 願書受付日 



 

   (ｱ) 前期選抜を実施する全学科（音楽科を除く。） 

令和７年２月４日（火）午後１時から午後４時まで 

         ２月５日（水）午前９時から午後４時まで 

府内の中学校については、令和７年２月３日（月）午前10時30分から午前11時まで地域ごと

に設定する会場において出願（以下「一括出願」という。）を受け付ける。詳細については別

に定める。 

なお、志願先高等学校に持参により願書を提出する場合（一括出願を除く。）は、事前（原

則として前日まで）に提出先校まで電話により志願者氏名、志望課程・学科その他必要な事項

を連絡すること。 

やむを得ない理由により郵送によって出願する場合（４(3)ア（３ページ）によること。）

は、令和７年１月24日（金）から１月27日（月）までの消印のあるものに限り有効とする。 

   (ｲ) 音楽科 
     令和７年１月22日（水）午前９時から午後４時まで 

           １月23日（木）     〃 

     やむを得ない理由により郵送によって出願する場合（４(3)ア（３ページ）によること。）

は、令和７年１月17日（金）から１月20日（月）までの消印のあるものに限り有効とする。 

  ウ 提出書類 

書 類 名 提出部数 作成者 ページ 

 前期選抜入学願書（様式前－１）、写真票（様式前－１の２） １通 志 願 者 59、60 

 前期選抜入学願書の提出について（様式前－２） １通 中学校長 61 

 報告書（様式Ｃの１）又は（様式Ｃの２） １通 中学校長 45、46 

 活動実績報告書（様式前活－１） １通 中学校長 62 

 活動実績報告書【運動実績の記録】（様式前活－２） １通 中学校長 63 

 その他高等学校長が定める書類 ※ ※ - 

備考１ 12（30ページ）に規定する届出又は許可申請手続を行い、受理書又は許可書の交付を受けた者は、

それを前期選抜入学願書（様式前－１）に添付すること。 

２ 活動実績報告書（様式前活－１）は、高等学校長が求める場合のみ提出すること。 
３ 活動実績報告書【運動実績の記録】（様式前活－２）は、普通科（スポーツ総合専攻）又はスポー

ツ健康科学科の志願者のみ提出すること。 

４ ４(2)ウ（２ページ）に規定する申請手続きを行い、認定書の交付を受けた者は、それを前期選抜入

学願書（様式前－１）に添付すること。 

        ※ その他高等学校長が定める書類については、別に定める。 

   (ｱ) 前期選抜入学願書の提出について（様式前－２） 

ａ 記載内容を確認の上、願書提出先高等学校の学舎・分校別、全日制・定時制の別、学科別、

選抜方式別、型別に各１部作成すること。 

ｂ 願書提出先の高等学校名を必ず記入すること。 

   (ｲ) 活動実績報告書（様式前活－１） 

     高等学校長が別に定める前期選抜の実施に関する要項に基づき、記入すること。 

    ａ 「高等学校において取り組みたい活動」欄 

      志願者が高等学校において取り組みたい活動を記入すること。 

    ｂ 「中学校在学中の部活動、その他の活動内容」欄 

     (a) 部活動においては、所属部（種目）、役職、ポジション及びレギュラーの有無等を記入

すること。 

     (b) その他においては、学級活動、生徒会活動における役員名、所属委員会名等を記入する

こと。 

    ｃ 「中学校在学中の顕著な活動実績」欄 

     (a) 箇条書きで記入すること。 

(b) 部活動及びコンクール等については、大会名、時期（○年○月）、順位・記録等を詳し

く記入すること。 



 

(c) 検定試験（資格）については、名称、段級、取得した時期（○年○月）等を記入するこ

と。 

(d) その他顕著な活動実績があれば記入すること。 

(ｳ) 活動実績報告書【運動実績の記録】（様式前活－２） 

ａ 「高等学校で希望する専攻種目」欄には、高等学校長が別に示す専攻種目等から、高等学

校入学後に取り組みたい種目を記入すること。 
    ｂ 「所属運動部（種目）名」欄には、中学校在学中の部活動名を記入すること。 

なお、学校外のチーム等に所属して活動している場合は、所属チーム名及び活動種目名を

記入すること。 
    ｃ 「ポジション、部内での役職等」欄には、投手、アタッカー、キャプテン、副キャプテン

等を記入すること。 

    ｄ 「大会区分」欄には、大会区分ごとに実績を記入すること。記入内容は大会名及び成績順

位（記録）のみとし、個人・団体の別も明確に記入すること。 
    ｅ 「その他・所見」欄には、他の実績（国際親善試合への出場、選抜合宿への参加、武道の

段位等）又は志願者本人の運動実績に関する所見を記入すること。 
エ 志願者の手続 

  ４(2)（２ページ）によること。 
オ 中学校長の手続 

    中学校長は、４(3)ア（３ページ）により、ウの提出書類を願書受付日に志願先高等学校長に

提出すること。 

カ 高等学校長の処理 
    高等学校長は、提出された書類を審査の上受け付け、前期選抜入学願書に付されている受検票

に所要事項を記入し、契印し、切り離して志願者に交付するものとする。 

  キ 提出書類記入上の注意 
    ４(5)（３ページ）によること。 
(5) 入学者の選抜 

  ア 学力検査等 

(ｱ) 高等学校長は、所管する教育委員会と協議の上、報告書、学力検査、面接、作文又は小論文、

活動実績報告書及び実技検査（以下「前期選抜学力検査等」という。）の中から検査項目、並

びに、それらの配点及び内容を定める。 

(ｲ) 学力検査問題の出題範囲は、中学校学習指導要領（平成29年文部科学省告示第64号）に基づ

くものとする。 

(ｳ) 実施期日等 

前期選抜学力検査等は、令和７年２月17日（月）から２月18日（火）までの間（音楽科（京

都市立京都堀川音楽高等学校）は、令和７年２月１日（土）及び２月２日（日））に志願先高

等学校において実施する。 

     なお、実施期日、集合時間、時間割、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示す

る。 

豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情によりあらかじめ定めた検査時間に実施するこ

とが困難な場合、高等学校長は、教育委員会の指示を受けて実施期日、検査の開始及び終了の

時間を変更することができる。 
   (ｴ) 受検に関する注意事項 

ａ 志願先高等学校長の指定した時間に検査会場に集合して、注意事項の説明を受けること。 

ｂ 受検票及び筆記用具（鉛筆（シャープペンシル可）、消しゴム及び鉛筆削り）を忘れない

こと。その他検査会場によって特に必要なものは、高等学校長が別に指示する。 
なお、筆記用具は、公式や法則等の記入のないものとする。 
また、計算機能、翻訳機能及び端末機能のある時計等の機器及び文具類（タブレットを含



 

む。）、並びに携帯電話等（スマートフォンを含む。）の持込は禁止する。 

    ｃ 検査開始後、検査会場の外へ出た場合は、その後の検査は受けられない。ただし、この場

合、受検した検査については、有効として処理する。 

      なお、追検査を実施する学科等における取扱いは、(ｵ)ｂによる。 
ｄ 受検中不正行為のあった者は、退場を命じられ、その後の検査は受けられない。 

  なお、この場合、受検したすべての検査を無効として処理する。 
ｅ このほか、学力検査についての必要な事項は、別に定める。 

(ｵ) やむを得ない理由による欠席者及び途中退場者の取扱い 

  別表３（38ページ）に規定する学科等において、次のとおり取り扱う。 

ａ 欠席者について 

検査当日やむを得ない理由によって欠席した者で、欠席した日の当日午後４時までに、追

検査受検願（様式Ｆ（54ページ））に診断書等理由を証明する書類を添えて、中学校長を経

由して志願先高等学校長に届け出た者は、追検査（令和７年２月20日（木）（美術工芸科（京

都市立美術工芸高等学校）においては、令和７年２月19日（水）及び２月20日（木）、音楽

科（京都市立京都堀川音楽高等学校）においては、令和７年２月16日（日）及び２月20日（木）））

を受検することができる。 
ｂ 検査会場からの途中退場者について 

やむを得ない理由によって途中で受検不可能となり検査会場の外へ出た場合に限り、途中

退場した日の当日午後４時までに、追検査受検願（様式Ｆ(54ページ)）に診断書等理由を証

明する書類を添えて、中学校長を経由して志願先高等学校長に届け出た者について、受検不

可能となった検査より後の検査に限って（学力検査においては受検不可能となった検査教科

より後の検査教科に限る。以下同じ。）、追検査（令和７年２月20日（木）（美術工芸科（京

都市立美術工芸高等学校）においては、令和７年２月19日（水）及び２月20日（木）、音楽

科（京都市立京都堀川音楽高等学校）においては、令和７年２月16日（日）及び２月20日（木）））

の受検を認めることがある。 

なお、この場合、検査当日に受検不可能となった検査までの得点と、追検査で受検した検

査の得点の合計を、本人の得点として処理する。 

ｃ ａ及びｂにおいて、午後４時までに届出が間に合わない場合には、中学校長を経由して志

願先高等学校長に申し出ること。 
  イ 選抜方法等 

   (ｱ) 高等学校長は、検査項目として定めた、報告書、学力検査の成績、面接の結果、作文又は小

論文の結果、活動実績報告書、実技検査の成績を資料として選抜を行い、合格者を決定する。 

     なお、選抜における報告書の必修教科の評定は、報告書の第１学年、第２学年及び第３学年

における必修教科の評定の合計とする。 

   (ｲ) 高等学校長は、前期選抜を別表２（34～37ページ）に定める複数の選抜方式・型により実施

する場合で、いずれかの方式・型で合格者が募集人員に満たない場合には、その欠員分を他の

方式・型の募集人員に加えて合格者を決定することができる。 

  ウ 高等学校長は、選抜のため、健康診断の必要があって、これを実施しようとする場合は、所管

する教育委員会の承認を受けなければならない。 
  エ 前期選抜の実施に関する要項及びその他必要な事項は、所管する教育委員会と協議の上、高等

学校長が定めるものとする。 

  オ 高等学校長は、入学が適当と認められる者の数が募集人員と異なる場合には、所管する教育委

員会と協議の上、合格者を決定するものとする。 
 (6) 合格者の発表 
   合格者の発表は、令和７年２月25日（火）午後２時から午後４時までの間、願書提出先高等学校 

において、受付番号で発表するものとする。また、合格者に対し、合格通知書（様式Ｇ（55ページ））

を交付する。 



 

 (7) 合格者は、この要項に基づく他の選抜に改めて志願することができない。 

 (8) 学力検査（追検査を含む。）得点の開示 

   11（29ページ）によること。 

 

６ 特別入学者選抜 

(1) 海外勤務者帰国子女特別入学者選抜 
  ア 出願資格 
    １（１ページ）に該当する者であって、かつ、次の(ｱ)から(ｳ)までに該当するもの 
   (ｱ) 海外勤務者（日本国籍を有する者で、海外に所在する機関、事業所等の勤務又は海外におい

て研究・研修を行うことを目的として日本国を出国し、海外に在留していたもの又は現在なお

在留しているもの）の子女であること。 

   (ｲ) 外国において引き続き１年以上在留していたこと。 
   (ｳ) 令和４年２月１日以降に帰国したこと。 
  イ 実施高等学校及び募集人員 

   (ｱ) 普通科 

実施高等学校 課 程 学 科 募集人員 

京都府立鳥羽高等学校 
単位制による

全日制 
普通科 

(スポーツ総合専攻を除く。) ５人以内 

 京都府立西舞鶴高等学校 全日制 普通科 ５人以内 
備考 通学区域を越えて実施高等学校を志願する者については、府通学区域規則施行規程第３条により、通

学区域外就学許可申請書により許可申請を行うこと。12(3)（31ページ）参照 

   (ｲ) 専門学科 

実施高等学校 課 程 学 科 募集人員 
 京都府立嵯峨野高等学校 全日制 京都こすもす科 ５人以内 

 

  ウ 出願の要領 
    (ｱ) 出願は、１高等学校に限る。 

     なお、当該選抜を志願する者は、当該選抜以外の特別入学者選抜及び前期選抜を志願するこ

とはできない。 

   (ｲ) 願書受付日 

令和７年２月４日（火）午後１時から午後４時まで 

         ２月５日（水）午前９時から午後４時まで 

府内の中学校については、令和７年２月３日（月）午前10時30分から午前11時まで一括出願

を受け付ける。詳細については別に定める。 

なお、志願先高等学校に持参により願書を提出する場合（一括出願を除く。）は、事前（原

則として前日まで）に提出先校まで電話により志願者氏名、志望課程・学科その他必要な事項

を連絡すること。 

郵送による出願は受け付けない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   (ｳ) 提出書類 

書 類 名 提出部数 作成者 ページ 

海外勤務者帰国子女特別入学願書（様式特別－Ａの１） １通 志 願 者 64 

学力検査受検願(様式特別－Ａの２)、写真票(様式特別－Ａの３) １通 志 願 者 65 

特別入学者選抜入学願書の提出について（様式特別－Ｂ） １通 中学校長 66 

報告書（様式Ｃの１）又は（様式Ｃの２） １通 中学校長 45、46 

 海外在住状況報告書（様式特別－Ｃの１） １通 志 願 者 67 

 その他高等学校長が定める書類 ※ ※ - 

       備考１ 外国の学校（日本人学校を含む。）を卒業（卒業見込みを含む。）した者について、報告書の作成 
が困難な場合、これに代えて当該校の校長の発行する成績証明書を提出してもよい。 

２ 12（30ページ）に規定する届出又は許可申請手続を行い、受理書又は許可書の交付を受けた者は、
それを入学願書に添付すること。 

３ ４(2)ウ（２ページ）に規定する申請手続きを行い、認定書の交付を受けた者は、それを入学願書
に添付すること。 

※ その他高等学校長が定める書類については、別に定める。 

※ 特別入学者選抜入学願書の提出について（様式特別－Ｂ） 

ａ 記載内容を確認の上、作成すること。 

ｂ 願書提出先の高等学校名を必ず記入すること。 

   (ｴ) 志願者の手続 
志願者は、４(2)（２ページ）により、海外勤務者帰国子女特別入学願書、学力検査受検願、

受検票、写真票及び海外在住状況報告書に所要事項を記入し、必要箇所に保護者が署名又は記

名押印の上、その他高等学校長が定める書類とともに、中学校長を経由して志願先高等学校長

に提出すること。 
   (ｵ) 中学校長の手続 
     中学校長は、４(3)ア（３ページ）により、(ｳ)の書類を願書受付日に志願先高等学校長に提

出すること。 

   (ｶ) 高等学校長の処理 
     高等学校長は、提出された書類を審査の上受け付け、学力検査受検願に付されている受検票

に所要事項を記入し、契印し、切り離して志願者に交付するものとする。 

   (ｷ) 提出書類記入上の注意 
     ４(5)（３ページ）によること。 

  エ 入学者の選抜 
(ｱ) 学力検査等 

ａ 学力検査問題の出題範囲は、５(5)ア(ｲ)（６ページ）による。 

    ｂ 実施期日、教科及び時間割 

     (a) 普通科の高等学校 

令和７年２月17日（月） 

時 間 検査教科等 

第 １ 時 限 9：20～10：10 国 語 
第 ２ 時 限 10：30～11：20 数 学 
第 ３ 時 限 11：40～12：20 英 語 （筆記） 

12：30～12：40  （リスニング） 

第 ４ 時 限 ※   面 接  

        ※ 面接の開始時間は、高等学校長が別に定める。 
備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示する。 

          ２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間に実施することが困難な場合、高
等学校長は、教育委員会の指示を受けて実施期日、検査の開始及び終了の時間を変更することがで
きる。 

          ３ すべての学力検査問題に振り仮名を付すものとする。 
 



 

     (b) 専門学科の高等学校 

令和７年２月17日（月） 

時 間 検査教科等 
第 １ 時 限 9：30～10：20 国 語 
第 ２ 時 限 10：40～11：30 英 語（リスニングを含む） 
第 ３ 時 限 11：50～12：40 数 学 
第 ４ 時 限 ※   面 接 

        ※ 面接の開始時間は、高等学校長が別に定める。 
備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示する。 

          ２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間に実施することが困難な場合、高
等学校長は、教育委員会の指示を受けて実施期日、検査の開始及び終了の時間を変更することがで
きる。 

    ｃ 検査会場 願書提出先高等学校 

    ｄ 面接の内容は、高等学校長が別に定める。 

ｅ 受検に関する注意事項は、５(5)ア(ｴ)（６ページ）に準じる。 

      なお、答案用紙には、受付番号を記入し、氏名は記入しないこと。受付番号は、算用数字

で正確に記入すること。 
   (ｲ) やむを得ない理由による欠席者及び途中退場者の取扱い（専門学科のみ） 

ａ 欠席者について 

検査当日やむを得ない理由によって欠席した者で、欠席した日の当日午後４時までに、追

検査受検願（様式Ｆ（54ページ））に診断書等理由を証明する書類を添えて、中学校長を経

由して高等学校長に届け出た者は、追検査（令和７年２月20日（木））を受検することがで

きる。 

ｂ 検査会場からの途中退場者について 

やむを得ない理由によって途中で受検不可能となり検査会場の外へ出た場合に限り、途中

退場した日の当日午後４時までに、追検査受検願（様式Ｆ（54ページ））に診断書等理由を

証明する書類を添えて、中学校長を経由して高等学校長に届け出た者について、受検不可能

となった検査より後の検査に限って、追検査（令和７年２月20日（木））の受検を認めるこ

とがある。 

なお、この場合、検査当日に受検不可能となった検査までの得点と、追検査で受検した検

査の得点の合計を、本人の得点として処理する。 

ｃ ａ及びｂにおいて、午後４時までに届出が間に合わない場合には、中学校長を経由して高

等学校長に申し出ること。 
   (ｳ) 選抜方法 
     高等学校長は、報告書、学力検査の成績及び面接の結果を資料として選抜を行い、合格者を

決定する。 

   (ｴ) 合格者の発表 
     合格者の発表は、令和７年２月25日（火）午後２時から午後４時までの間、願書提出先高等

学校において、受付番号で発表するものとする。また、合格者に対し、合格通知書（様式Ｇ（55

ページ））を交付する。 

(ｵ) 合格者は、この要項に基づく他の選抜に改めて志願することができない。 

(ｶ) 学力検査得点の開示 

11（29ページ）によること。 

 

 (2) 中国帰国孤児子女特別入学者選抜 
  ア 出願資格 
    １（１ページ）に該当する者であって、かつ、次の(ｱ)及び(ｲ)に該当するもの 
   (ｱ) 終戦前（昭和20年９月２日以前をいう。）から引き続き中国に居住していた者（これらの者

を両親として終戦後中国において出生した者を含む。）で、終戦後初めて永住の目的をもって



 

帰国したものの子女であること。 
   (ｲ) 帰国後小学校４学年以上の学年に入学した者であること。 

  イ 実施高等学校及び募集人員 

実施高等学校 課 程 学 科 募集人員 

 京都府立鳥羽高等学校 

単位制による 

全日制 
普通科 

(スポーツ総合専攻を除く。) ５人以内 

単位制による 

定時制（夜間） 
普通科 ５人以内 

 京都府立西舞鶴高等学校 全日制 普通科 ５人以内 
 京都府立東舞鶴高等学校浮島分校  定時制（夜間） 普通科 ５人以内 
備考 通学区域を越えて実施高等学校を志願する者については、府通学区域規則施行規程第３条により、通学

区域外就学許可申請書により許可申請を行うこと。12(3)（31ページ）参照 

  ウ 出願の要領 
   (ｱ) 出願は、１高等学校の１課程に限る。 
     なお、当該選抜を志願する者は、当該選抜以外の特別入学者選抜及び前期選抜を志願するこ

とはできない。 
   (ｲ) 願書受付日 

     令和７年２月４日（火）午後１時から午後４時まで 

         ２月５日（水）午前９時から午後４時まで 

     定時制（夜間）については、両日とも午後４時から午後７時までとする。 

願書を提出する場合は、事前（原則として前日まで）に提出先校まで電話により志願者氏名、

志望課程・学科その他必要な事項を連絡すること。 

     郵送による出願は受け付けない。 

   (ｳ) 提出書類 

書 類 名 提出部数 作成者 ページ 

中国帰国孤児子女特別入学願書（様式特別－Ａの１） １通 志 願 者 64 

学力検査受検願(様式特別－Ａの２)、写真票(様式特別－Ａの３) １通 志 願 者 65 

特別入学者選抜入学願書の提出について（様式特別－Ｂ） １通 中学校長 66 

報告書（様式Ｃの１）又は（様式Ｃの２） １通 中学校長 45、46

中国帰国孤児子女帰国状況報告書（様式特別－Ｃの２） １通 志 願 者 68 
      備考１ 12（30ページ）に規定する届出又は許可申請手続を行い、受理書又は許可書の交付を受けた者は、そ

れを入学願書に添付すること。 
       ２ ４(2)ウ（２ページ）に規定する申請手続きを行い、認定書の交付を受けた者は、それを入学願書に

添付すること。 

※ 特別入学者選抜入学願書の提出について（様式特別－Ｂ） 

ａ 記載内容を確認の上、願書提出先高等学校の全日制・定時制の別に各１部作成すること。 

ｂ 願書提出先の高等学校名を必ず記入すること。 

   (ｴ) 志願者の手続 
 志願者は、４(2)（２ページ）により、中国帰国孤児子女特別入学願書、学力検査受検願、

受検票、写真票及び中国帰国孤児子女帰国状況報告書に所要事項を記入し、必要箇所に保護者

が署名又は記名押印の上、中学校長を経由して志願先高等学校長に提出すること。 
   (ｵ) 中学校長の手続 
     中学校長は、４(3)ア（３ページ）により、(ｳ)の書類を願書受付日に志願先高等学校長に提

出すること。 

   (ｶ) 高等学校長の処理 
     高等学校長は、提出された書類を審査の上受け付け、学力検査受検願に付されている受検票

に所要事項を記入し、契印し、切り離して志願者に交付するものとする。 
   (ｷ) 提出書類記入上の注意 



 

     ４(5)（３ページ）によること。 

  エ 入学者の選抜 

(ｱ) 学力検査等 

ａ 学力検査問題の出題範囲は、５(5)ア(ｲ)（６ページ）による。 

    ｂ 実施期日、教科及び時間割 

令和７年２月17日（月） 

時 間 検査教科等 
第 １ 時 限 9：20～10：10 国 語 
第 ２ 時 限 10：30～11：20 数 学 

第 ３ 時 限 11：40～12：20 英 語 （筆記） 
12：30～12：40  （リスニング） 

第 ４ 時 限 ※  面 接  

※ 面接の開始時間は、高等学校長が別に定める。  
備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示する。 

２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間に実施することが困難な場合、
高等学校長は、教育委員会の指示を受けて実施期日、検査の開始及び終了の時間を変更すること
ができる。 

３ すべての学力検査問題に振り仮名を付すものとする。    

ｃ 検査会場 願書提出先高等学校 
    ｄ 面接の内容は、高等学校長が別に定める。 

    ｅ 受検に関する注意事項は、５(5)ア(ｴ)（６ページ）に準じる。 

      なお、答案用紙には、受付番号を記入し、氏名は記入しないこと。受付番号は、算用数字

で正確に記入すること。 
   (ｲ) 選抜方法 
     高等学校長は、報告書、学力検査の成績及び面接の結果を資料として選抜を行い、合格者を

決定する。 
   (ｳ) 合格者の発表 
     合格者の発表は、令和７年２月25日（火）午後２時から午後４時まで（定時制（夜間）につ

いては午後４時から午後６時まで）の間、願書提出先高等学校において、受付番号で発表する

ものとする。また、合格者に対し、合格通知書（様式Ｇ（55ページ））を交付する。 

   (ｴ) 合格者は、この要項に基づく他の選抜に改めて志願することができない。 

(ｵ) 学力検査得点の開示 

11（29ページ）によること。 

 

(3) 社会人特別入学者選抜 
  ア 出願資格 
    １（１ページ）に該当する者であって、かつ、次の(ｱ)から(ｳ)までに該当するもの 
   (ｱ) 令和７年４月１日現在満20歳以上であること。 

   (ｲ) 社会人特別入学者選抜を希望する者であること。 

   (ｳ) これまでに高等学校を卒業していないこと。 

イ 実施高等学校及び募集人員 

実施高等学校 課 程 学 科 募集人員 

 京都府立朱雀高等学校 単位制による定時制（夜間） 普通科 ９人以内 
 京都府立鳥羽高等学校  単位制による定時制（夜間） 普通科 ９人以内 

 京都府立桃山高等学校  単位制による定時制（夜間） 
普通科 ６人以内 

商業科 ３人以内 

  ウ 出願の要領 
   (ｱ) 出願は、１高等学校の１学科に限る。 



 

     なお、当該選抜を志願する者は、当該選抜以外の特別入学者選抜及び前期選抜を志願するこ

とはできない。 

   (ｲ) 願書受付日 

     令和７年２月４日（火）午後４時から午後７時まで 

         ２月５日（水）     〃 

願書を提出する場合は、事前（原則として前日まで）に提出先校まで電話により志願者氏名、

志望課程・学科その他必要な事項を連絡すること。 

     郵送による出願は受け付けない。 

    (ｳ) 提出書類 

書 類 名 提出部数 作成者 ページ 

社会人特別入学願書(様式社－Ａの１)、写真票(様式社－Ａの２) １通 志願者 70、71 

備考 ４(2)ウ（２ページ）に規定する申請手続きを行い、認定書の交付を受けた者は、それを入学願書に

添付すること。 

   (ｴ) 志願者の手続 
     志願者は、４(2)（２ページ）により、社会人特別入学願書、受検票及び写真票に所要事項

を記入の上、中学校長を経由して志願先高等学校長に提出すること。 
   (ｵ) 中学校長の手続 
     中学校長は、４(3)ア（３ページ）により、(ｳ)の書類を願書受付日に志願先高等学校長に提

出すること。 

   (ｶ) 高等学校長の処理 
     高等学校長は、提出された書類を審査の上受け付け、社会人特別入学願書に付されている受

検票に所要事項を記入し、契印し、切り離して志願者に交付するものとする。 
   (ｷ) 提出書類記入上の注意 
     ４(5)ア、イ及びウ（３ページ）によること。 

  エ 入学者の選抜 
   (ｱ) 高等学校長は、志願者全員に対して面接と作文を実施する。 
     なお、選抜のための学力検査は実施しない。 
   (ｲ) 面接と作文は、令和７年２月17日（月）に願書提出先高等学校において実施する。 
     なお、集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示する。 

     豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情によりあらかじめ定めた検査時間に実施するこ

とが困難な場合、高等学校長は、教育委員会の指示を受けて実施期日、検査の開始及び終了の

時間を変更することができる。 
   (ｳ) 面接と作文の内容は、高等学校長が別に定める。 
   (ｴ) 高等学校長は、面接と作文の結果を資料として選抜を行い、合格者を決定する。 
  オ 合格者の発表 

   高等学校長は、入学考査を受けた者に対して、社会人特別入学者選抜結果通知書（様式社－Ｂ

（72ページ））を、令和７年２月25日（火）午後４時から午後６時までの間に願書提出先高等学

校において交付するものとする。 
なお、郵送による場合は、午後６時以降に発送を行う。 

  カ 合格者は、この要項に基づく他の選抜に改めて志願することができない。 

 
(4) 長期欠席者特別入学者選抜 

  ア 出願資格 
    １（１ページ）に該当する者であって、かつ、次の(ｱ)及び(ｲ)に該当するもの 
   (ｱ) 令和７年３月に中学校を卒業する見込みの者 
   (ｲ) 中学校在籍中、第１学年から第３学年のいずれかの学年で、年間30日以上の欠席がある者 

 イ 実施高等学校及び募集人員 



 

実施高等学校 課 程 学 科 募集人員 

 京都府立朱雀高等学校 全日制 普通科 10人程度 

 京都府立乙訓高等学校 全日制 普通科 ５人程度 

 京都府立城陽高等学校 全日制 普通科 10人程度 

 京都府立西舞鶴高等学校 全日制 普通科 ５人程度 
備考 通学区域を越えて実施高等学校を志願する者については、府通学区域規則施行規程第３条により、通

学区域外就学許可申請書により許可申請を行うこと。12(3)（31ページ）参照 
  ウ 出願の要領 
    (ｱ) 出願は、１高等学校に限る。 
     なお、当該選抜を志願する者は、当該選抜以外の特別入学者選抜及び前期選抜を志願するこ

とはできない。 
   (ｲ) 願書受付日 

     令和７年２月４日（火）午後１時から午後４時まで 

         ２月５日（水）午前９時から午後４時まで 

府内の中学校については、令和７年２月３日（月）午前10時30分から午前11時まで一括出願

を受け付ける。詳細については別に定める。 

なお、志願先高等学校に持参により願書を提出する場合（一括出願を除く。）は、事前（原

則として前日まで）に提出先校まで電話により志願者氏名、志望課程・学科その他必要な事項

を連絡すること。 

     郵送による出願は受け付けない。 

   (ｳ) 提出書類 

書 類 名 提出部数 作成者 ページ 

長期欠席者特別入学願書（様式特別－Ａの１） １通 志 願 者 64 

学力検査受検願(様式特別－Ａの２)、写真票(様式特別－Ａの３) １通 志 願 者 65 

特別入学者選抜入学願書の提出について（様式特別－Ｂ） １通 中学校長 66 

報告書（様式Ｃの３） １通 中学校長 47 

       備考１ 12（30ページ）に規定する届出又は許可申請手続を行い、受理書又は許可書の交付を受けた者は、
それを入学願書に添付すること。 

         ２ ４(2)ウ（２ページ）に規定する申請手続きを行い、認定書の交付を受けた者は、それを入学願書
に添付すること。 

※ 特別入学者選抜入学願書の提出について（様式特別－Ｂ） 

ａ 記載内容を確認の上、作成すること。 

ｂ 願書提出先の高等学校名を必ず記入すること。 

   (ｴ) 志願者の手続 
 志願者は、４(2)（２ページ）により、長期欠席者特別入学願書、学力検査受検願、受検票

及び写真票に所要事項を記入し、必要箇所に保護者が署名又は記名押印の上、中学校長を経由

して志願先高等学校長に提出すること。 
   (ｵ) 在学中学校長の手続 
     在学中学校長は、４(3)ア（３ページ）により、(ｳ)の書類を願書受付日に志願先高等学校長

に提出すること。 

   (ｶ) 高等学校長の処理 
     高等学校長は、提出された書類を審査の上受け付け、学力検査受検願に付されている受検票

に所要事項を記入し、契印し、切り離して志願者に交付するものとする。 
   (ｷ) 提出書類記入上の注意 
     ４(5)ア、イ及びウ（３ページ）によること。 

  エ 入学者の選抜 
(ｱ) 学力検査等 

ａ 学力検査問題の出題範囲は、５(5)ア(ｲ)（６ページ）による。 



 

    ｂ 実施期日、教科及び時間割 

令和７年２月17日（月） 

時 間 検査教科等 

第 １ 時 限 9：20～10：10 国 語 
第 ２ 時 限 10：30～11：20 数 学 

第 ３ 時 限 11：40～12：20 英 語 （筆記） 

12：30～12：40  （リスニング） 

第 ４ 時 限 ※  面接及び作文 

         ※ 面接及び作文の開始時間は、高等学校長が別に定める。 
備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示する。 

２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間に実施することが困難な場合、
高等学校長は、教育委員会の指示を受けて実施期日、検査の開始及び終了の時間を変更すること
ができる。 

    ｃ 検査会場 願書提出先高等学校 
    ｄ 面接及び作文の内容は、高等学校長が別に定める。 

    ｅ 受検に関する注意事項は、５(5)ア(ｴ)（６ページ）に準じる。 

      なお、答案用紙には、受付番号を記入し、氏名は記入しないこと。受付番号は、算用数字

で正確に記入すること。 
   (ｲ) 選抜方法 
     高等学校長は、報告書、学力検査の成績、面接及び作文の結果を資料として選抜を行い、合

格者を決定する。 
   (ｳ) 合格者の発表 
     合格者の発表は、令和７年２月25日（火）午後２時から午後４時までの間、願書提出先高等

学校において、受付番号で発表するものとする。また、合格者に対し、合格通知書（様式Ｇ（55

ページ））を交付する。 

   (ｴ) 合格者は、この要項に基づく他の選抜に改めて志願することができない。 

(ｵ) 学力検査得点の開示 

11（29ページ）によること。 

 

(5) 京都府立清明高等学校特別入学者選抜 

  ア 出願資格 
    １（１ページ）に該当する者であって、高等学校長が別に示す求める生徒像を十分理解し、当

該高等学校での学習等に取り組む意志が明確であるもの 

イ 実施学科等、選抜方式及び募集人員 

課程 学科 選抜方式 検査項目 募集人員 

単位制による定時制

（昼間二部制） 
普通科 

Ａ方式 
学力検査（国語・数学・英語）、
報告書、作文及び面接 

48人 

Ｂ方式 作文及び面接 72人 

  ウ 出願の要領 
    (ｱ) 出願にあたっては、Ａ方式又はＢ方式のいずれかの選抜方式を選択すること。 

なお、当該選抜を志願する者は、当該選抜以外の特別入学者選抜及び前期選抜を志願するこ

とはできない。 

   (ｲ) 願書受付日 

令和７年２月４日（火）午後１時から午後４時まで 

         ２月５日（水）午前９時から午後４時まで 



 

府内の中学校については、令和７年２月３日（月）午前10時30分から午前11時まで一括出願

を受け付ける。詳細については別に定める。 

なお、高等学校に持参により願書を提出する場合（一括出願を除く。）は、事前（原則とし

て前日まで）に高等学校まで電話により志願者氏名、志望課程・学科その他必要な事項を連絡

すること。 
やむを得ない理由により郵送によって出願する場合（４(3)ア（３ページ）によること。）

は、令和７年１月24日（金）から１月27日（月）までの消印のあるものに限り有効とする。 

 (ｳ) 提出書類（Ａ方式・Ｂ方式共通） 

書 類 名 提出部数 作成者 ページ 

京都府立清明高等学校特別入学願書（様式清奏－Ａの１）、 

写真票(様式清奏－Ａの２) 
１通 志 願 者 73、74 

特別入学者選抜入学願書の提出について（様式特別－Ｂ） １通 中学校長 66 

報告書（様式Ｃの４）又は（様式Ｃの５） １通 中学校長 48～51 

その他高等学校長が定める書類 ※ ※ - 

備考 ４(2)ウ（２ページ）に規定する申請手続きを行い、認定書の交付を受けた者は、それを入学願書に

添付すること。 

※ その他高等学校長が定める書類については、別に定める。 

※ 特別入学者選抜入学願書の提出について（様式特別－Ｂ） 

ａ 記載内容を確認の上、選抜方式別に各１部作成すること。 

ｂ 願書提出先の高等学校名を必ず記入すること。 

   (ｴ) 志願者の手続 
ａ 志願者は、４(2)（２ページ）により、京都府立清明高等学校特別入学願書、学力検査受

検願、受検票及び写真票に所要事項を記入し、必要箇所に保護者が署名又は記名押印の上、

その他高等学校長が定める書類とともに、中学校長を経由して高等学校長に提出すること。 

ｂ 出願にあたって、高等学校長が別に定める「保護者届並びに住所及び勤務先等に関する確

認書を必要とする者の事前手続について」に該当する者は、所定の手続を令和７年１月７日

（火）から１月10日（金）までに行うこと。 

   (ｵ) 中学校長の手続 
     中学校長は、４(3)ア（３ページ）により、(ｳ)の書類を願書受付日に高等学校長に提出する

こと。 

   (ｶ) 高等学校長の処理 
     高等学校長は、提出された書類を審査の上受け付け、京都府立清明高等学校特別入学願書に

付されている受検票に所要事項を記入し、契印し、切り離して志願者に交付するものとする。 
   (ｷ) 提出書類記入上の注意 
     ４(5)（３ページ）によること。 

エ 入学者の選抜 

(ｱ) 学力検査等 

ａ 学力検査問題の出題範囲は、５(5)ア(ｲ)（６ページ）による。 

ｂ 実施期日、教科及び時間割 

Ａ 

方 

式 

令和７年２月17日（月） 

時 間 検査教科等 
第 １ 時 限 9：20～10：10 作 文 
第 ２ 時 限 10：40～11：40 国語・数学・英語 

令和７年２月18日（火） 

時 間 検査項目 
※ 面 接 

 
 



 

Ｂ 

方 

式 

令和７年２月17日（月） 

時 間 検査項目 
第 １ 時 限 9：20～10：10 作 文 

令和７年２月18日（火） 

時 間 検査項目 
※ 面 接 

         ※ 面接の開始時間は、高等学校長が別に定める。 

備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示する。 
２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間に実施することが困難な場合、 

高等学校長は、教育委員会の指示を受けて実施期日、検査の開始及び終了の時間を変更すること

ができる。 

    ｃ 検査会場 京都府立清明高等学校 
    ｄ 面接及び作文の内容は、高等学校長が別に定める。 

    ｅ 受検に関する注意事項は、５(5)ア(ｴ)（６ページ）に準じる。 

      なお、答案用紙には、受付番号を記入し、氏名は記入しないこと。受付番号は、算用数字

で正確に記入すること。 
   (ｲ) やむを得ない理由による欠席者及び途中退場者の取扱い 

ａ 欠席者について 

検査当日やむを得ない理由によって欠席した者で、欠席した日の当日午後４時までに、追

検査受検願（様式Ｆ（54ページ））に診断書等理由を証明する書類を添えて、中学校長を経

由して高等学校長に届け出た者は、追検査（令和７年２月20日（木））を受検することがで

きる。 

ｂ 検査会場からの途中退場者について 

やむを得ない理由によって途中で受検不可能となり検査会場の外へ出た場合に限り、途中

退場した日の当日午後４時までに、追検査受検願（様式Ｆ（54ページ））に診断書等理由を

証明する書類を添えて、中学校長を経由して高等学校長に届け出た者について、受検不可能

となった検査より後の検査に限って、追検査（令和７年２月20日（木））の受検を認めるこ

とがある。 

なお、この場合、検査当日に受検不可能となった検査までの得点と、追検査で受検した検

査の得点の合計を、本人の得点として処理する。 

ｃ ａ及びｂにおいて、午後４時までに届出が間に合わない場合には、中学校長を経由して高

等学校長に申し出ること。 
   (ｳ) 選抜方法等 

ａ 高等学校長は、選抜方式ごとに合格者を決定する。 

(a) Ａ方式については、報告書、学力検査の成績、面接及び作文の結果を資料として選抜を

行い、合格者を決定する。 

(b) Ｂ方式については、面接及び作文の結果を資料として選抜を行い、合格者を決定する。 

ｂ 高等学校長は、Ａ方式又はＢ方式のいずれかの方式で合格者が募集人員に満たない場合に

は、その欠員分を他の方式の募集人員に加えて合格者を決定することができる。 

ｃ 選抜の実施に関する要項及びその他必要な事項は、教育委員会と協議の上、高等学校長が

定めるものとする。 

   (ｴ) 高等学校長は、入学が適当と認められる者の数が募集人員と異なる場合には、教育委員会と

協議して、合格者を決定するものとする。 

   (ｵ) 合格者の発表 
     合格者の発表は、令和７年２月25日（火）午後２時から午後４時までの間、京都府立清明高

等学校において、受付番号で発表するものとする。また、合格者に対し、合格通知書（様式Ｇ

（55ページ））を交付する。 

 (ｶ) 合格者は、この要項に基づく他の選抜に改めて志願することができない。 

 (ｷ) 学力検査（追検査を含む。）得点の開示 



 

11（29ページ）によること。 

 

(6) 京都府立清新高等学校特別入学者選抜 

  ア 出願資格 
    １（１ページ）に該当する者であって、高等学校長が別に示す求める生徒像を十分理解し、当

該高等学校での学習等に取り組む意志が明確であるもの 
イ 実施学科等、選抜方式及び募集人員 

課程 学科 選抜方式 検査項目 募集人員 

単位制による 
定時制（昼間） 

総合 
学科 

Ａ方式 
学力検査（国語・数学・英語）、
報告書及び面接 

30人 

Ｂ方式 
学力検査（国語・数学・英語）、

作文及び面接 
30人 

  ウ 出願の要領 
    (ｱ) 出願にあたっては、Ａ方式又はＢ方式のいずれかの選抜方式を選択すること。 

なお、当該選抜を志願する者は、当該選抜以外の特別入学者選抜及び前期選抜を志願するこ

とはできない。 

   (ｲ) 願書受付日 

令和７年２月４日（火）午後１時から午後４時まで 

         ２月５日（水）午前９時から午後４時まで 

府内の中学校については、令和７年２月３日（月）午前10時30分から午前11時まで一括出願

を受け付ける。詳細については別に定める。 

なお、高等学校に持参により願書を提出する場合（一括出願を除く。）は、事前（原則とし

て前日まで）に高等学校まで電話により志願者氏名、志望課程・学科その他必要な事項を連絡

すること。 
やむを得ない理由により郵送によって出願する場合（４(3)ア（３ページ）によること。）

は、令和７年１月24日（金）から１月27日（月）までの消印のあるものに限り有効とする。 

(ｳ) 提出書類（Ａ方式・Ｂ方式共通） 

書 類 名 提出部数 作成者 ページ 

京都府立清新高等学校特別入学願書（様式清奏－Ａの１）、 

写真票(様式清奏－Ａの２) 
１通 志 願 者 73、74 

特別入学者選抜入学願書の提出について（様式特別－Ｂ） １通 中学校長 66 

報告書（様式Ｃの４）又は（様式Ｃの５） １通 中学校長 48～51 

その他高等学校長が定める書類 ※ ※ - 

備考 ４(2)ウ（２ページ）に規定する申請手続きを行い、認定書の交付を受けた者は、それを入学願書に

添付すること。 

※ その他高等学校長が定める書類については、別に定める。 

※ 特別入学者選抜入学願書の提出について（様式特別－Ｂ） 

ａ 記載内容を確認の上、選抜方式別に各１部作成すること。 

ｂ 願書提出先の高等学校名を必ず記入すること。 

   (ｴ) 志願者の手続 
 志願者は、４(2)（２ページ）により、京都府立清新高等学校特別入学願書、学力検査受検

願、受検票及び写真票に所要事項を記入し、必要箇所に保護者が署名又は記名押印の上、その

他高等学校長が定める書類とともに、中学校長を経由して高等学校長に提出すること。 

   (ｵ) 中学校長の手続 
     中学校長は、４(3)ア（３ページ）により、(ｳ)の書類を願書受付日に高等学校長に提出する

こと。 

   (ｶ) 高等学校長の処理 



 

     高等学校長は、提出された書類を審査の上受け付け、京都府立清新高等学校特別入学願書に

付されている受検票に所要事項を記入し、契印し、切り離して志願者に交付するものとする。 
   (ｷ) 提出書類記入上の注意 
     ４(5)（３ページ）によること。 

エ 入学者の選抜 

(ｱ) 学力検査等 

ａ 学力検査問題の出題範囲は、５(5)ア(ｲ)（６ページ）による。 

ｂ 実施期日、教科及び時間割 

Ａ 

方 

式 

令和７年２月17日（月） 

時 間 検査教科等 
第 １ 時 限 10：30～11：30 国語・数学・英語 
第 ２ 時 限 ※ 面 接  

Ｂ 

方 

式 

令和７年２月17日（月） 

時 間 検査教科等 
第 １ 時 限 10：30～11：30 国語・数学・英語 

  休 憩 

第 ２ 時 限 12：40～13：30 作 文 
第 ３ 時 限 ※ 面 接 

         ※ 面接の開始時間は、高等学校長が別に定める。 

備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示する。 
２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間に実施することが困難な場合、 

高等学校長は、教育委員会の指示を受けて実施期日、検査の開始及び終了の時間を変更すること

ができる。 

    ｃ 検査会場 京都府立清新高等学校 
    ｄ 面接及び作文の内容は、高等学校長が別に定める。 

    ｅ 受検に関する注意事項は、５(5)ア(ｴ)（６ページ）に準じる。 

      なお、答案用紙には、受付番号を記入し、氏名は記入しないこと。受付番号は、算用数字

で正確に記入すること。 
   (ｲ) 選抜方法等 

ａ 高等学校長は、選抜方式ごとに合格者を決定する。 

(a) Ａ方式については、報告書、学力検査の成績及び面接の結果を資料として選抜を行い、

合格者を決定する。 

(b) Ｂ方式については、学力検査の成績、面接及び作文の結果を資料として選抜を行い、合

格者を決定する。 

ｂ 高等学校長は、Ａ方式又はＢ方式のいずれかの方式で合格者が募集人員に満たない場合に

は、その欠員分を他の方式の募集人員に加えて合格者を決定することができる。 

ｃ 選抜の実施に関する要項及びその他必要な事項は、教育委員会と協議の上、高等学校長が

定めるものとする。 

   (ｳ) 高等学校長は、入学が適当と認められる者の数が募集人員と異なる場合には、教育委員会と

協議して、合格者を決定するものとする。 

   (ｴ) 合格者の発表 
     合格者の発表は、令和７年２月25日（火）午後２時から午後４時までの間、京都府立清新高

等学校において、受付番号で発表するものとする。また、合格者に対し、合格通知書（様式Ｇ

（55ページ））を交付する。 

 (ｵ) 合格者は、この要項に基づく他の選抜に改めて志願することができない。 

(ｶ) 学力検査得点の開示 

11（29ページ）によること。 

 



 

(7) 京都市立京都奏和高等学校特別入学者選抜 

  ア 出願資格 
    １（１ページ）に該当する者であって、かつ不登校経験のある者や、行動や認知の特性により

学びに困りがある者など、学び直しを必要とする者であり、中学校長が作成する出願資格に係る

副申書又は副申書に準ずる届があるもの 

イ 実施学科等、選抜方式及び募集人員 

課程 学科 検査項目 募集人員 

単位制による定時制

（昼間四部制） 
普通科 

学力検査（国語・数学・英語）
及び面接 

80人 

  ウ 出願の要領 
    (ｱ) 当該選抜を志願する者は、当該選抜以外の特別入学者選抜及び前期選抜を志願することはで

きない。 

   (ｲ) 願書受付日 

令和７年２月４日（火）午後１時から午後４時まで 

         ２月５日（水）午前９時から午後４時まで 

府内の中学校については、令和７年２月３日（月）午前10時30分から午前11時まで一括出願

を受け付ける。詳細については別に定める。 

なお、高等学校に持参により願書を提出する場合（一括出願を除く。）は、事前（原則とし

て前日まで）に高等学校まで電話により志願者氏名、志望課程・学科その他必要な事項を連絡

すること。 
やむを得ない理由により郵送によって出願する場合（４(3)ア（３ページ）によること。）

は、令和７年１月24日（金）から１月27日（月）までの消印のあるものに限り有効とする。 

(ｳ) 提出書類 

書 類 名 提出部数 作成者 ページ 

京都市立京都奏和高等学校特別入学願書（様式清奏－Ａの

１）、写真票(様式清奏－Ａの２) 
１通 志 願 者 73、74 

特別入学者選抜入学願書の提出について（様式特別－Ｂ） １通 中学校長 66 

報告書（様式Ｃの１）又は（様式Ｃの２） １通 中学校長 45、46 

その他高等学校長が定める書類（出願資格に係る副申書及び

副申書に準ずる届含む） 
※ ※ - 

備考 ４(2)ウ（２ページ）に規定する申請手続きを行い、認定書の交付を受けた者は、それを入学願書に

添付すること。 

※ その他高等学校長が定める書類（出願資格に係る副申書及び副申書に準ずる届含む）については、別に

定める。 

※ 特別入学者選抜入学願書の提出について（様式特別－Ｂ） 

ａ 記載内容を確認の上、各１部作成すること。 

ｂ 願書提出先の高等学校名を必ず記入すること。 

   (ｴ) 志願者の手続 
 志願者は、４(2)（２ページ）により、京都市立京都奏和高等学校特別入学願書、学力検査

受検願、受検票及び写真票に所要事項を記入し、必要箇所に保護者が署名又は記名押印の上、

その他高等学校長が定める書類とともに、中学校長を経由して高等学校長に提出すること。 

   (ｵ) 中学校長の手続 
   中学校長は、４(3)ア（３ページ）により、(ｳ)の書類を願書受付日に高等学校長に提出する

こと。 

   (ｶ) 高等学校長の処理 
高等学校長は、提出された書類を審査の上受け付け、京都市立京都奏和高等学校特別入学願

書に付されている受検票に所要事項を記入し、契印し、切り離して志願者に交付するものとする。 



 

   (ｷ) 提出書類記入上の注意 
     ４(5)（３ページ）によること。 

エ 入学者の選抜 

(ｱ) 学力検査等 

ａ 学力検査問題の出題範囲は、５(5)ア(ｲ)（６ページ）による。 

ｂ 実施期日、教科及び時間割 

令和７年２月17日（月） 

時 間 検査教科等 
第 １ 時 限 10：00～10：30 国 語 
第 ２ 時 限 10：50～11：20 数 学 
第 ３ 時 限 11：40～12：10 英 語 

令和７年２月18日（火） 

時 間 検査項目 
※ 面 接 

         ※ 面接の開始時間は、高等学校長が別に定める。 
備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示する。 

２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間に実施することが困難な場合、 

高等学校長は、教育委員会の指示を受けて実施期日、検査の開始及び終了の時間を変更すること

ができる。 

    ｃ 検査会場 京都市立京都奏和高等学校 
    ｄ 面接の内容は、高等学校長が別に定める。 

    ｅ 受検に関する注意事項は、５(5)ア(ｴ)（６ページ）に準じる。 

      なお、答案用紙には、受付番号を記入し、氏名は記入しないこと。受付番号は、算用数字

で正確に記入すること。 
   (ｲ) やむを得ない理由による欠席者及び途中退場者の取扱い 

ａ 欠席者について 

検査当日やむを得ない理由によって欠席した者で、欠席した日の当日午後４時までに、追

検査受検願（様式Ｆ（54ページ））に診断書等理由を証明する書類を添えて、中学校長を経

由して高等学校長に届け出た者は、追検査（令和７年２月20日（木））を受検することがで

きる。 

ｂ 検査会場からの途中退場者について 

やむを得ない理由によって途中で受検不可能となり検査会場の外へ出た場合に限り、途中

退場した日の当日午後４時までに、追検査受検願（様式Ｆ（54ページ））に診断書等理由を

証明する書類を添えて、中学校長を経由して高等学校長に届け出た者について、受検不可能

となった検査より後の検査に限って、追検査（令和７年２月20日（木））の受検を認めるこ

とがある。 

なお、この場合、検査当日に受検不可能となった検査までの得点と、追検査で受検した検

査の得点の合計を、本人の得点として処理する。 

ｃ ａ及びｂにおいて、午後４時までに届出が間に合わない場合には、中学校長を経由して高

等学校長に申し出ること。 

   (ｳ) 選抜方法等 
ａ 高等学校長は、各検査項目の得点をもとに、総合的に判断して合格者を決定する。 

ｂ 選抜の実施に関する要項及びその他必要な事項は、教育委員会と協議の上、高等学校長が

定めるものとする。 

   (ｴ) 高等学校長は、入学が適当と認められる者の数が募集人員と異なる場合には、教育委員会と

協議して、合格者を決定するものとする。 

   (ｵ) 合格者の発表 
     合格者の発表は、令和７年２月25日（火）午後２時から午後４時までの間、京都市立京都奏

和高等学校において、受付番号で発表するものとする。また、合格者に対し、合格通知書（様



 

式Ｇ（55ページ））を交付する。 

 (ｶ) 合格者は、この要項に基づく他の選抜に改めて志願することができない。 

(ｷ) 学力検査（追検査を含む。）得点の開示 

11（29ページ）によること。 

 

(8) 全国部活動特別入学者選抜 
  ア 出願資格 
    １（１ページ）に該当する者であって、かつ、次の(ｱ)及び(ｲ)に該当するもの 
   (ｱ) 保護者の住所が京都府の区域外にあること。 

   (ｲ) 入学後、別表６（41ページ）に定めるいずれかの部活動へ加入すること。 

  イ 実施高等学校及び募集人員 

実施高等学校 課 程 学 科 募集人員 

京都府立北桑田高等学校 全日制 
普通科 ２人以内 

京都フォレスト科 ４人以内 

 京都府立須知高等学校 全日制 
普通科 ４人以内 

食品科学科 ２人以内 

京都府立丹後緑風高等学校 
（網野学舎） 

単位制による

全日制 

普通科 ３人以内 

企画経営科 ３人以内 

ウ 出願の要領 
    (ｱ) 出願は、１高等学校の１学科に限る。 

     なお、当該選抜を志願する者は、当該選抜以外の特別入学者選抜及び前期選抜を志願するこ

とはできない。 
   (ｲ) 願書受付日 

令和７年２月４日（火）午後１時から午後４時まで 

２月５日（水）午前９時から午後４時まで 

なお、高等学校に持参により願書を提出する場合は、事前（原則として前日まで）に高等学

校まで電話により志願者氏名、志望課程・学科その他必要な事項を連絡すること。 
やむを得ない理由により郵送によって出願する場合（４(3)ア（３ページ）によること。）

は、令和７年１月24日（金）から１月27日（月）までの消印のあるものに限り有効とする。 

   (ｳ) 提出書類 

書 類 名 提出部数 作成者 ページ 

全国部活動特別入学願書（様式特別－Ａの１） １通 志 願 者 64 

学力検査受検願(様式特別－Ａの２)、写真票(様式特別－Ａの３) １通 志 願 者 65 

特別入学者選抜入学願書の提出について（様式特別－Ｂ） １通 中学校長 66 

報告書（様式Ｃの１）又は（様式Ｃの２） １通 中学校長 45、46 

活動実績報告書【運動実績の記録】（様式前活－２） １通 中学校長 63 

 部活動加入意志確認書（様式特別－Ｄ） １通 志 願 者 69 

 その他高等学校長が定める書類 ※ ※ - 

       備考 ４(2)ウ（２ページ）に規定する申請手続きを行い、認定書の交付を受けた者は、それを入学願書に
添付すること。 

※ その他高等学校長が定める書類については、別に定める。 

※ 特別入学者選抜入学願書の提出について（様式特別－Ｂ） 

ａ 記載内容を確認の上、作成すること。 

ｂ 願書提出先の高等学校名を必ず記入すること。 

   (ｴ) 志願者の手続 
志願者は、４(2)（２ページ）により、全国部活動特別入学願書、学力検査受検願、受検票、

写真票及び部活動加入意志確認書に所要事項を記入し、必要箇所に保護者が署名又は記名押印



 

の上、その他高等学校長が定める書類とともに、中学校長を経由して志願先高等学校長に提出

すること。 
   (ｵ) 中学校長の手続 
     中学校長は、４(3)ア（３ページ）により、(ｳ)の書類を願書受付日に志願先高等学校長に提

出すること。 

   (ｶ) 高等学校長の処理 
     高等学校長は、提出された書類を審査の上受け付け、学力検査受検願に付されている受検票

に所要事項を記入し、契印し、切り離して志願者に交付するものとする。 

   (ｷ) 提出書類記入上の注意 
     ４(5)（３ページ）によること。 

エ 入学者の選抜 
(ｱ) 学力検査等 

ａ 学力検査問題の出題範囲は、５(5)ア(ｲ)（６ページ）による。 

ｂ 実施期日、教科及び時間割 

令和７年２月17日（月） 

時 間 検査教科等 
第 １ 時 限 9：20～10：10 国 語 
第 ２ 時 限 10：30～11：20 数 学 
第 ３ 時 限 11：40～12：20 英 語 （筆記） 

12：30～12：40  （リスニング） 

  休 憩 

第 ４ 時 限 ※ 面 接 

第 ５ 時 限 ※ 実技検査 

        ※ 面接及び実技検査の開始時間は、高等学校長が別に定める。 
備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示する。 

          ２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間に実施することが困難な場合、高
等学校長は、教育委員会の指示を受けて実施期日、検査の開始及び終了の時間を変更することがで
きる。 

    ｃ 検査会場 願書提出先高等学校 

    ｄ 実技検査及び面接の内容は、高等学校長が別に定める。 

    ｅ 受検に関する注意事項は、５(5)ア(ｴ)（６ページ）に準じる。 

      なお、答案用紙には、受付番号を記入し、氏名は記入しないこと。受付番号は、算用数字

で正確に記入すること。 
   (ｲ) やむを得ない理由による欠席者及び途中退場者の取扱い 

ａ 欠席者について 

検査当日やむを得ない理由によって欠席した者で、欠席した日の当日午後４時までに、追

検査受検願（様式Ｆ（54ページ））に診断書等理由を証明する書類を添えて、中学校長を経

由して高等学校長に届け出た者は、追検査（令和７年２月20日（木））を受検することがで

きる。 

ｂ 検査会場からの途中退場者について 

やむを得ない理由によって途中で受検不可能となり検査会場の外へ出た場合に限り、途中

退場した日の当日午後４時までに、追検査受検願（様式Ｆ（54ページ））に診断書等理由を

証明する書類を添えて、中学校長を経由して高等学校長に届け出た者について、受検不可能

となった検査より後の検査に限って、追検査（令和７年２月20日（木））の受検を認めるこ

とがある。 

なお、この場合、検査当日に受検不可能となった検査までの得点と、追検査で受検した検

査の得点の合計を、本人の得点として処理する。 

ｃ ａ及びｂにおいて、午後４時までに届出が間に合わない場合には、中学校長を経由して高

等学校長に申し出ること。 



 

   (ｳ) 選抜方法 
     高等学校長は、報告書、活動実績報告書【運動実績の記録】、学力検査（追検査の場合は作

文又は小論文）及び実技検査の成績、面接の結果を資料として選抜を行い、合格者を決定する。 

   (ｴ) 高等学校長は、入学が適当と認められる者の数が募集人員と異なる場合には、教育委員会と

協議して、合格者を決定するものとする。 

   (ｵ) 合格者の発表 
     合格者の発表は、令和７年２月25日（火）午後２時から午後４時までの間、願書提出先高等

学校において、受付番号で発表するものとする。また、合格者に対し、合格通知書（様式Ｇ（55

ページ））を交付する。 

(ｶ) 合格者は、この要項に基づく他の選抜に改めて志願することができない。 

(ｷ) 学力検査得点の開示 

11（29ページ）によること。 

 

７ 中期選抜（全日制・定時制共通） 

(1) 出願資格 
   １（１ページ）に該当する者であって、かつ、前期選抜又は特別入学者選抜に合格していないも

の 
(2) 実施高等学校等 

  別表１（32、33ページ）に掲げる高等学校において実施する。ただし、前期選抜において募集定

員の100パーセントを募集する学科等、京都府立清明高等学校及び京都市立京都奏和高等学校は除

く。 

(3) 募集人員 
   別に公示する高等学校第１学年生徒募集定員から、前期選抜又は特別入学者選抜に合格した者を

除く人数とする。 
(4) 出願の要領 

  ア 出願は、４(1)（２ページ）によること。 

なお、全日制と定時制をまたがる志願はできない。 

(ｱ) 全日制 

第２志望まで志願できる。 

なお、第１志望については順位を付けて、異なる志願先を２校又は２学科、系統等まで志願

できる。 

(ｲ) 定時制 

第２志望まで志願できる。 

  イ 丹後地域全日制・定時制特別選抜方式 

     別表４（39ページ）に規定する保護者の住所の存する地域が丹後地域である場合、アの規定

にかかわらず、全日制を第１志望、丹後地域の定時制を第２志望として志願できるものとする。 

ウ 願書受付日 

(ｱ) 全日制及び定時制（昼間） 
      令和７年２月27日（木）午後１時から午後４時まで 

          ３月４日（火）       〃 

    (ｲ) 定時制（夜間） 
      令和７年２月27日（木）午後１時30分から午後７時30分まで 

          ３月４日（火）       〃 

府内の中学校については、令和７年３月３日（月）午前10時30分から午前11時まで一括出願を

受け付ける。詳細については別に定める。 

なお、志願先高等学校に持参により願書を提出する場合（一括出願を除く。）は、事前（原則

として前日まで）に提出先校まで電話により志願者氏名、志望課程・学科その他必要な事項を連



 

絡すること。 
やむを得ない理由により郵送によって出願する場合（４(3)ア（３ページ）によること。）は、

令和７年２月26日（水）から２月28日（金）までの消印のあるものに限り有効とする。 

エ 提出書類 

書 類 名 提出部数 作成者 ページ 
 入学願書（様式Ａの１） １通 志 願 者 42 

 学力検査受検願（様式Ａの２）、写真票（様式Ａの３） １通 志 願 者 43 

 入学願書の提出について（様式Ｂ）※ １通 中学校長 44 

 報告書（様式Ｃの１）又は（様式Ｃの２） １通 中学校長 45、46 

備考１ 12（30ページ）に規定する届出又は許可申請手続を行い、受理書又は許可書の交付を受けた者は、

それを入学願書に添付すること。 

２ ４(2)ウ（２ページ）に規定する申請手続きを行い、認定書の交付を受けた者は、それを入学願書

に添付すること。 

   ※ 入学願書の提出について（様式Ｂ） 

  (ｱ) 記載内容を確認の上、願書提出先高等学校の学舎・分校別、全日制・定時制の別、学科別、

系統等別に各１部作成すること。 

(ｲ) 願書提出先の高等学校名を必ず記入すること。 

(ｳ) 第１志望第１順位で志願する課程名及び学科名等は、入学願書における「第１志望第１順

位」欄の「学科名」欄と一致させること。 

  オ 志願者の手続 
４(2)（２ページ）によること。 

   カ 中学校長の手続 
    中学校長は、４(3)ア（３ページ）により、エの書類を願書受付日に志願先高等学校長に提出

すること。 

キ 高等学校長の処理 
    高等学校長は、提出された書類を審査の上受け付け、学力検査受検願に付されている受検票に

所要事項を記入し、契印し、切り離して志願者に交付するものとする。 

   ク 提出書類記入上の注意 

(ｱ) 入学願書について         

ａ 「志望」欄は全日制を第１志望として志願する場合、志願先を第２順位まで記入できるも

のとする。 

なお、第１志望第２順位がない場合、又は、定時制を第１志望とする場合は、「第２順位」

欄の全部を斜線で抹消すること。 

ｂ 「志望」欄は第２志望までの記入を認める。ただし、全日制と定時制をまたがることはで

きない。 

なお、第２志望がない場合は、「第２志望」欄の全部を斜線で抹消すること。 

ｃ 全日制においては、第１志望第２順位を記入せずに、第２志望を記入することはできない。 

ｄ 全日制普通科（ルミノベーション科を含む。）を志望する場合、別表４（39ページ）によ

り、「保護者の住所の存する地域」欄の該当する地域を○で囲むこと。 

ｅ 別表４（39ページ）に規定する保護者の住所の存する地域が丹後地域である場合、ｂ及び

ｃの規定にかかわらず、全日制を第１志望、丹後地域の定時制を第２志望として記入するこ

とができる。 

なお、第１志望第２順位がない場合は、「第２順位」欄の全部を斜線で抹消すること。 

   (ｲ) その他の事項については、４(5)（３ページ）によること。 

(5) 入学者の選抜 
ア 学力検査等 

(ｱ) 学力検査問題の出題範囲は、５(5)ア(ｲ)（６ページ）による。 

   (ｲ) 定時制において、高等学校長が必要とする場合は面接を実施することができるものとする。



 

面接の内容は、高等学校長が定める。 
なお、面接を実施する学校は別表５（40ページ）のとおりである。  

   (ｳ) 実施期日、教科及び時間割 

令和７年３月７日（金） 

時 間 検 査 教 科 

第 １ 時 限 9：30～10：10 （検査１） 国 語 

第 ２ 時 限 10：30～11：10 （検査２） 社 会 

第 ３ 時 限 11：30～12：10 （検査３） 数 学 

第 ４ 時 限 13：05～13：45 （検査４） 理 科 

第 ５ 時 限 14：05～14：35 （検査５） 英 語 （筆記） 

14：45～14：55       （リスニング） 

備考１ 面接を行う場合は、第５時限終了後に実施する。 
２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間に実施することが困難な場合、高等 
学校長は、教育委員会の指示を受けて実施期日、検査の開始及び終了の時間を変更することができる。 

   (ｴ) 検査会場 願書提出先高等学校 
(ｵ) 受検に関する注意事項は、５(5)ア(ｴ)（６ページ）に準じる。受検票、弁当及び筆記用具

（鉛筆（シャープペンシル可）、消しゴム及び鉛筆削り）を忘れないこと。 

     なお、答案用紙には、受付番号を記入し、氏名は記入しないこと。受付番号は、算用数字で

正確に記入すること。 

   (ｶ) やむを得ない理由による欠席者及び途中退場者の取扱い 
ａ 欠席者について 

学力検査当日やむを得ない理由によって欠席した者で、検査当日午後４時までに、追検査

受検願（様式Ｆ（54ページ））に診断書等理由を証明する書類を添えて、中学校長を経由し

て志願先高等学校長に届け出た者は、追検査（令和７年３月11日（火））を受検することが

できる。 

ｂ 検査会場からの途中退場者について 

やむを得ない理由によって途中で受検不可能となり検査会場の外へ出た場合に限り、検査

当日午後４時までに、追検査受検願（様式Ｆ（54ページ））に診断書等理由を証明する書類

を添えて、中学校長を経由して志願先高等学校長に届け出た者について、受検不可能となっ

た検査より後の検査に限って（学力検査においては受検不可能となった検査教科より後の検

査教科に限る。以下同じ。）、追検査（令和７年３月11日（火））の受検を認めることがあ

る。 

なお、この場合、検査当日に受検不可能となった検査までの得点と、追検査で受検した検

査の得点の合計を、本人の得点として処理する。 

ｃ ａ及びｂにおいて、午後４時までに届出が間に合わない場合には、中学校長を経由して志

願先高等学校長に申し出ること。 
  イ 選抜方法等 

(ｱ) 高等学校長は、報告書、学力検査の成績及び面接の結果（実施校のみ。以下同じ。）を資料

として、次のａ～ｅにより選抜を行い、合格者を決定するものとする。 
ａ 報告書の第１学年、第２学年及び第３学年における必修教科の評定を合計する。その際、

「音楽」、「美術」、「保健体育」及び「技術・家庭」の評定は、２倍する。 
ｂ 学力検査の配点は、各教科40点とし、それぞれの得点の合計値を求める。 
ｃ ａ及びｂの値をそれぞれ高得点順に並べ、その順位が双方ともに募集人員の数以内に位置

する者について、報告書の必修教科の評定以外の記載内容及び面接の結果を資料として総合

的に判断し、合格者を決定する。 
ｄ ｃによって合格者とならなかった者の中から、ａ及びｂの値の合計を高得点順に並べ、報

告書の記載内容、学力検査の成績及び面接の結果を資料として総合的に判断し、合格者を決



 

定する。 
ｅ 受検者数が募集人員を超えない場合は、ｄにより、合格者を決定する。 

(ｲ) 全日制の第１志望の各順位の希望の扱いについては、次のとおりとする。 

ａ 第１志望第１順位希望者の中から募集人員の90パーセント以内の合格者を(ｱ)により決定

する。 

ｂ ａにおいて合格とならなかった者で、第１志望第１順位と第１志望第２順位の希望者を合

わせて合格者の決定を行う。第１順位及び第２順位ともに合格範囲となる者は、第１順位校

の合格者とする。 

 なお、この際の合格者の決定方法は(ｱ)ｄによるものとする。 

(ｳ)  第２志望については、第１志望優先で合格者を決めた後、なおその学科等に欠員がある場 

合、第２志望で選抜を行う。 

なお、この際の合格者の決定方法は(ｱ)ｄによるものとする。 

ウ 高等学校長は、選抜のため、健康診断の必要があって、これを実施しようとする場合は、所管

する教育委員会の承認を受けなければならない。 

エ 高等学校長は、入学が適当と認められる者の数が募集人員と異なる場合には、所管する教育委

員会と協議の上、合格者を決定するものとする。 

(6) 合格者の発表 
  ア 合格者の発表は、令和７年３月18日（火）午前10時30分から午後０時30分までの間、願書提出

先高等学校において、受付番号で発表するものとする。また、合格者に対し、合格校において、

合格通知書（様式Ｇ（55ページ））を交付する。 

 イ 合格者は、この要項に基づく他の選抜に改めて志願することはできない。 

 (7) その他必要な事項を定める場合、高等学校長は所管する教育委員会と協議しなければならない。 

(8) 学力検査（追検査を含む。）得点の開示 

  11（29ページ）によること。 

 

８ 後期選抜（全日制・定時制共通） 

 (1) 出願資格 

１（１ページ）に該当する者であって、かつ、後期選抜実施時に令和７年度の高等学校入学者選

抜において公立高等学校に合格していないもの 

 (2) 実施高等学校及び募集人員等 

高等学校長は、前期選抜、特別入学者選抜及び中期選抜を実施した後、欠員のある学科について、

後期選抜の要否について（様式Ｅ（53ページ））により令和７年３月14日（金）までに所管する教

育委員会に報告して指示を受けること。 

後期選抜を行う高等学校にあっては、７(6)（27ページ）の合格者の発表と同時に、募集人員等

を当該高等学校長が発表するものとする。また、後期選抜実施校及び募集人員については、７(6)

（27ページ）の合格者の発表を行う各高等学校において、掲示するものとする。 

 (3) 出願の要領 

  ア 出願は、４(1)（２ページ）によること。 

  イ 願書受付日 
    令和７年３月19日（水）午前９時から午後４時まで 

        ３月21日（金）     〃 

    定時制（夜間）については、両日とも午後４時から午後７時までとする。 

願書を提出する場合は、事前（原則として前日まで）に提出先校まで電話により志願者氏名、

志望課程・学科その他必要な事項を連絡すること。 

    郵送による出願は受け付けない。 

  ウ 提出書類 

    ７(4)エ（25ページ）に準じる。 



 

  エ 志願者の手続 

    ４(2)（２ページ）に準じる。 

  オ 中学校長の手続 

    中学校長は、４(3)ア（３ページ）により、ウの書類を願書受付日に志願先高等学校長に提出

すること。 

カ 高等学校長の処理 
    高等学校長は、提出された書類を審査の上受け付け、学力検査受検願に付されている受検票に

所要事項を記入し、契印し、切り離して志願者に交付するものとする。 

  キ 提出書類記入上の注意 

   (ｱ) 「志望」欄は第２志望までの記入を認める。ただし、全日制と定時制をまたがることはでき

ない。 
(ｲ) 第１志望第２順位を記入することはできない。「第２順位」欄の全部を斜線で抹消すること。 
(ｳ) 全日制普通科（ルミノベーション科を含む。）を志望する場合、別表４（39ページ）により、

「保護者の住所の存する地域」欄の該当する地域を○で囲むこと。 

   (ｴ) その他の事項については、４(5)（３ページ）によること。 

 (4) 入学者の選抜 

  ア 学力検査等 

(ｱ) 学力検査問題の出題範囲は、５(5)ア(ｲ)（６ページ）による。 

(ｲ) 実施期日、教科及び時間割 

令和７年３月25日（火） 

時 間 検査教科等 

第 １ 時 限 9：30～10：20 国語・数学・英語 

第 ２ 時 限 ※ 面接 
※ 面接の開始時間は、高等学校長が別に定める。 
備考１ 検査会場、集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示する。 

２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間に実施することが困難な場合、高等

学校長は、教育委員会の指示を受けて実施期日、検査の開始及び終了の時間を変更することができる。 

   (ｳ) 面接の内容は、高等学校長が定める。 

   (ｴ) 受検に関する注意事項は、５(5)ア(ｴ)（６ページ）に準じる。 

     なお、答案用紙には、受付番号を記入し、氏名は記入しないこと。受付番号は、算用数字で

正確に記入すること。 
  イ 選抜方法 
    高等学校長は、報告書、学力検査の成績及び面接の結果を資料として選抜を行い、合格者を決

定する。 

    なお、選抜における報告書の必修教科の評定及び学力検査の取扱いは次のとおりとする。 

   (ｱ) 報告書の第１学年、第２学年及び第３学年における必修教科の評定を合計する。 

(ｲ) 学力検査の配点は、各教科30点の合計90点とする。 
  ウ 合格者の発表 
    令和７年３月27日（木）午後２時から午後４時までの間、願書提出先高等学校において、受付

番号で発表するものとする。また、合格者に対し、合格校において、合格通知書（様式Ｇ（55ペ

ージ））を交付する。 
 (5) その他必要な事項を定める場合、高等学校長は所管する教育委員会と協議しなければならない。 

 (6) 高等学校長は、入学が適当と認められる者の数が募集人員と異なる場合には、所管する教育委員

会と協議の上、合格者を決定するものとする。 
 (7) 高等学校長は、特別な事情により、後期選抜を受検できなかった者について、所管する教育委員

会と協議して、入学を許可することができる。 

 

 



 

９ 通信制 

 (1) 実施高等学校及び募集人員 

   別表１（32、33ページ）に掲げる高等学校において実施する。 

なお、募集人員は、別に公示する高等学校第１学年募集定員による。 

(2) 出願の要領 

  ア 願書受付日 

実施高等学校 願書受付日 受付時間 

 

京都府立朱雀高等学校 

令和７年３月26日（水） 午前９時から午後４時まで 

    ３月27日（木） 午後２時から午後８時まで 

    ３月28日（金） 午前９時から午後４時まで 

 

京都府立西舞鶴高等学校 

令和７年３月26日（水） 午前９時から午後４時まで 

    ３月27日（木） 〃 

    ３月28日（金） 〃 

※ 願書受付日に出願できなかった者で、志願先高等学校長がやむを得ない事情があると認めた

場合に限り、特に出願を許可することがある。 
  イ 志願者は、志願先高等学校長の定めるところにより、次の書類を提出すること。 
   (ｱ) 入学願書 
   (ｲ) 報告書 

入学願書、報告書は志願先高等学校から直接取り寄せること。 
なお、詳細についても、直接問い合わせること。 

 (3) 入学者の選抜 

   学力検査は、実施しない。高等学校長は、必要に応じて面接を実施し、報告書等に基づいて選抜

を行い、入学者を決定するものとする。 

 (4) 合格者の発表 
   合格者については、当該高等学校長から志願者本人あてに通知するものとする。 

 

10 合格者発表後の処理 

 (1) 中学校長は、進学した生徒について、指導要録の抄本又は写し、健康診断票及び歯の検査票を、

令和７年４月14日（月）までに入学先高等学校長あて送付すること。（各課程別、本校・分校別と

すること。） 
(2) 過年度卒業者についても(1)と同様に取り扱うこと。 

この場合において、一度高等学校に入学した者が退学等をし、新たに他の高等学校に入学する場

合は、次のように取り扱うこと。 
ア 指導要録 新たに抄本又は写しを作成し、入学先高等学校長へ送付する。 
イ 健康診断票及び歯の検査票 退学等をした高等学校の校長あてに、両票を入学先高等学校長へ

転送するよう、文書で依頼する。 

 
11 前期選抜、特別入学者選抜及び中期選抜の学力検査（追検査を含む。）得点の開示（全日制・定時

制共通） 

  個人情報の保護に関する法律施行細則(令和５年京都府教育委員会規則第３号)第 22 条第１項の規

定及び京都市立高等学校における学力検査得点の簡易開示に関する取扱要綱により、前期選抜、特

別入学者選抜及び中期選抜の学力検査（追検査を含む。）得点の開示を行う。 

(1) 開示請求者 

原則として、前期選抜、特別入学者選抜及び中期選抜の学力検査（追検査を含む。）受検者本人

が行うこと。 

 (2) 開示の内容 
   前期選抜、特別入学者選抜及び中期選抜の学力検査（追検査を含む。）における各教科別得点及



 

び合計点 

 (3) 開示の期間 

  ア 前期選抜、特別入学者選抜 
    令和７年２月25日（火）から３月24日（月）まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く。また、中期

選抜を行う高等学校については、学力検査当日（令和７年３月７日（金））を除く。） 

  イ 中期選抜 

    令和７年３月18日（火）から４月17日（木）まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く。また、後期

選抜を行う高等学校については、学力検査当日（令和７年３月25日（火））を除く。） 

 (4) 開示の時間 

ア 全日制・定時制（昼間） 

午前９時から午後４時まで（ただし、(3)アの開示について、２月25日（火）は合格発表開始

後から午後４時までとし、(3)イの開示について、３月18日（火）は合格発表開始後から午後４

時までとする。） 

イ 定時制（夜間）京都府立高等学校 

午後１時30分から午後７時30分まで（ただし、(3)アの開示について、２月25日（火）は合格

発表開始後から午後７時30分までとし、(3)イの開示について、３月18日（火）は合格発表開始

後から午後４時までとする。） 

ウ 定時制（昼間）京都市立高等学校 

午前11時から午後６時まで（ただし、(3)アの開示について、２月25日（火）は合格発表開始

後から午後６時までとする。） 

 (5) 開示の場所 

学力検査（追検査を含む。）を受検した高等学校及び合格通知書の交付を受ける高等学校。 

 (6) 開示請求の方法 
   開示の場所において、学力検査受検票及び中学校又は高等学校の生徒手帳等本人であることの確

認ができる書類を提示すること。 
 (7) その他 
   電話、はがき等による請求では開示できない。 

 

12 保護者届及び住所等に関する届並びに通学区域外就学許可申請等を必要とする者の手続（特別事情

具申）（全日制） 

  次の各項目に該当する志願者は、京都府立の中学校及び高等学校の通学区域に関する規則施行規程

（昭和59年京都府教育委員会教育長告示第６号（以下「府通学区域規則施行規程」という。））（81、

82ページ）及び京都市立高等学校の通学区域に関する規則施行規程（平成12年京都市教育委員会教育

長告示第５号）（84、85ページ）に基づき、令和７年１月７日（火）から１月17日（金）まで（前期

選抜、特別入学者選抜（海外勤務者帰国子女特別入学者選抜、中国帰国孤児子女特別入学者選抜及び

長期欠席者特別入学者選抜）に出願する者については、令和７年１月７日（火）から１月10日（金）

まで。日曜日、土曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで。）に府教育長若しくは市教育長

又は志願先高等学校長に届出又は許可申請を行うこと。 

 (1) 親権者又は未成年後見人以外の者が未成年後見人に準じる者として保護者となるため届出を要す

る場合 
  ア 対象者（未成年後見人に準じる者の範囲） 
    志願者の在学期間中監護及び教育を行うことが見込まれる者で、監護及び教育を行うについて

正当な理由があるもの 
  イ 提出書類 
   (ｱ) 高等学校入学志願者の保護者届 
   (ｲ) その他京都府教育委員会又は京都市教育委員会において、それぞれの事情に応じて必要とす

る証明又は資料 



 

  ウ 提出先 
    府教育長又は市教育長 

 (2) 転居等により、住所の届出を要する場合 
  ア 対象者 
   (ｱ) 保護者の住所が入学日までに他の都道府県又は外国から府内に変更する者 
   (ｲ) 保護者が住所を入学日までに府内において変更する者のうち当該学科等の通学区域を越えて

住所を変更する場合 
   (ｳ) 保護者の生活の本拠が住民基本台帳に記載された住所と異なる者のうち当該学科等の通学区

域を越えて住民基本台帳に記載された住所と異なる場合 
  イ 提出書類 
   (ｱ) 高等学校入学志願者の住所に関する届 
   (ｲ) その他京都府教育委員会又は京都市教育委員会において、それぞれの事情に応じて必要とす

る証明又は資料 
  ウ 提出先 
    府教育長又は市教育長 
 (3) 通学区域外就学のため許可申請を要する場合 
  ア 対象者 
   (ｱ) 保護者の住所の存する通学区域の高等学校への通学が著しく困難な者 
   (ｲ) その他教育上特別の事情がある者 
  イ 提出書類 
   (ｱ) 通学区域外就学許可申請書 
   (ｲ) その他京都府教育委員会又は京都市教育委員会において、それぞれの事情に応じて必要とす

る証明又は資料 

  ウ 提出先 
   (ｱ) ア(ｱ)に該当する者は、志願先高等学校長 
   (ｲ) ア(ｲ)に該当する者は、府教育長又は市教育長 
 (4) 府外居住者が入学志願するため許可申請を要する場合 
  ア 対象者 
   (ｱ) 保護者の生活の本拠が隣接府県にあって、地形・交通機関等の関係上、その府県の高等学校

に通学することが著しく困難な者 

   (ｲ) その他特別の事情がある者 
  イ 提出書類 
   (ｱ) 府外居住者の（高等学校）就学許可申請書 
   (ｲ) その他京都府教育委員会又は京都市教育委員会において、それぞれの事情に応じて必要とす

る証明又は資料 
  ウ 提出先 
    府教育長又は市教育長 

 (5) 受理書又は許可書の交付 
  ア 届出書を受理した場合は、受理書を交付するものとする。 
  イ 許可申請書を審査の結果、やむを得ない事情があると認めた場合は、許可書を交付するものと

する。 

 (6) 全国部活動特別入学者選抜を志願する場合 

   府外居住者のうち、全国部活動特別入学者選抜を志願する場合は、(4)及び(5)の手続によらず、

全国部活動特別入学者選抜を実施する高等学校に出願することを許可する。 



 

別表１  
令和７年度京都府公立高等学校第１学年の生徒募集をする高等学校名、学科名、系統等名 

 
１ 京都府立高等学校 
  （1） 全日制 
    ア 全日制（単位制除く。） 

 高等学校名（分校名）  学 科 名 

 鴨  沂  普通科 
 北  稜  普通科 
 朱  雀  普通科 
 洛  東  普通科 
 嵯 峨 野  普通科、京都こすもす科 
 北 嵯 峨  普通科 
 北 桑 田  普通科、京都フォレスト科 
 桂  普通科、植物クリエイト科、園芸ビジネス科 
 洛  西  普通科 
 桃  山  普通科、自然科学科 
 東  稜  普通科 
 洛  水  普通科 
 京 都 す ば る  商業学科群、情報科学科 
 向  陽  普通科 
 乙  訓  普通科、スポーツ健康科学科 
 西 乙 訓  普通科 
 東 宇 治  普通科 
 莵  道  普通科 
 城  陽  普通科 
 西 城 陽  普通科、普通科（スポーツ総合専攻） 
 京 都 八 幡  普通科総合選択制 
 京 都 八 幡 ( 南 )  介護福祉科、人間科学科 
 久 御 山  普通科、普通科（スポーツ総合専攻） 
 田  辺  普通科、工学探究科、機械技術科、電気技術科、自動車科 
 木  津  普通科、システム園芸科、情報企画科 
 南  陽   普通科、サイエンスリサーチ科 
 園  部  普通科 
 農  芸   農業学科群 
 須  知  普通科、食品科学科 
 綾  部  普通科、普通科（スポーツ総合専攻） 
 綾 部 （ 東 ）   農業科、園芸科、農芸化学科 
 福 知 山  普通科、文理科学科 
 
工   業 

 機械テクノロジー科、ロボット技術科、電気テクノロジー科、 
環境デザイン科、情報テクノロジー科 

 東 舞 鶴  普通科 
 西 舞 鶴  普通科、理数探究科 
 海  洋  海洋学科群 
 峰  山  普通科、機械創造科 

    備考１ 京都府立京都すばる高等学校においては、起業創造科、企画科を商業学科群とする。 
         ２ 京都府立農芸高等学校においては、農業生産科、園芸技術科、環境創造科を農業学科群とする。 

      ３ 京都府立海洋高等学校においては、海洋科学科、海洋工学科、海洋資源科を海洋学科群とする。 

  イ 単位制による全日制 

 高等学校名（学舎名）  学 科 名 
 山 城  普通科、文理総合科 
 洛 北  普通科、普通科（スポーツ総合専攻） 
 鳥 羽  普通科、普通科（スポーツ総合専攻）、グローバル科 
 城 南 菱 創  普通科、教養科学科 
 亀 岡   普通科、普通科（美術・工芸専攻）、探究文理科 
 南   丹   総合学科 
 大 江   地域創生科 
 宮津天橋（宮津学舎）   普通科、建築科 
 宮津天橋（加悦谷学舎）   普通科 
 丹後緑風（網野学舎）   普通科、企画経営科 
 丹後緑風（久美浜学舎）  アグリサイエンス科、みらいクリエイト科 



 

  （2） 定時制 
  ア 定時制（昼間）（単位制除く。） 

 高等学校名（分校名）  学 科 名 
 北 桑 田 （ 美 山 ）   農業科、家政科 
 福 知 山 （ 三 和 ）   農業科、家政科 

   イ 定時制（夜間）（単位制除く。） 

 高等学校名（分校名）  学 科 名 
 綾  部 （ 東 ）   普通科 
 東 舞 鶴 （ 浮 島 ）   普通科 

   ウ 単位制による定時制（昼間二部制） 

 高 等 学 校 名  学 科 名 
 清 明   普通科 

   エ 単位制による定時制（昼間） 

 高 等 学 校 名  学 科 名 
 清 新   総合学科 

オ 単位制による定時制（夜間） 

 高 等 学 校 名  学 科 名 
 朱   雀   普通科 

 鳥   羽   普通科 

 桃   山   普通科、商業科 
    
（3） 通信制 

      単位制による通信制 

 高 等 学 校 名  学 科 名 
 朱   雀   普通科 

 西 舞 鶴   普通科 
 
２ 京都市立高等学校 
  （1） 全日制 

ア 全日制（単位制除く。） 

 高 等 学 校 名  学科名、系統等名 
 西 京   エンタープライジング科 
 美 術 工 芸   美術工芸科 
 京 都 堀 川 音 楽   音楽科 
 
京 都 工 学 院 

 プロジェクト工学科（ものづくり分野系統、まちづくり分野系統）、 
フロンティア理数科 

 堀      川   普通科、探究学科群 
 紫      野   普通科、アカデミア科 
 開 建   ルミノベーション科 
備考 京都市立堀川高等学校においては、人間探究科、自然探究科を探究学科群とする。 

  イ 単位制による全日制 

 高 等 学 校 名  学 科 名 
 日 吉 ケ 丘  普通科     

（2） 定時制 
    単位制による定時制（昼間四部制） 

 高 等 学 校 名  学 科 名 
 京 都 奏 和   普通科 

 



別表２

検査項目と選抜方式

Ｃ方式

必須

必須

必須

必須

【全日制課程】

１　普通教育を主とする学科

　(1) 普通科（スポーツ総合専攻及び美術・工芸専攻を除く。）

京 都 府 立 嵯 峨 野 高 等 学 校 普　通　科 30%

京 都 府 立 洛 西 高 等 学 校 普　通　科 30%

京 都 府 立 桃 山 高 等 学 校 普　通　科 30%

京 都 府 立 西 乙 訓 高 等 学 校 普　通　科 30%

京 都 市 立 堀 川 高 等 学 校 普　通　科 30%

Ａ 方 式 36

京 都 府 立 北 嵯 峨 高 等 学 校 普　通　科
Ａ 方 式 42

Ａ方式 １ 型

京 都 府 立 山 城 高 等 学 校
普　通　科
［単位制］ Ａ方式 ２ 型 48

普　通　科
[単位制] Ａ方式 ２ 型 24

京 都 府 立 鳥 羽 高 等 学 校

普　通　科
Ａ 方 式 36

Ｂ 方 式 36

24

Ｂ 方 式 42

Ａ方式 １ 型

必須 必須

必須 必須

　 令和７年度前期選抜を実施する高等学校名、学科名、系統等名

選抜方式

Ａ方式 Ｂ方式

必須

検査項目

 共通学力検査（国語・数学・英語）又は
 高等学校が独自に作成する学力検査の中から合わせて５教科以内

 報告書

 面接、作文（小論文）のいずれか１項目又は両方

※　学校によっては、選抜方式を１型、２型に区分する場合がある。

地域 高 等 学 校 名 （ 学 舎 名 ） 学　科　名
選抜方 式 、

型
募集人員
（人）

(注)選択
必須

(注)選択
(定時制を除く)

注　「選択」は、前期選抜を実施する高等学校長が必要の有無を定めることを表す。各学科等の検査項目については、
　高等学校長が別に定める前期選抜の実施に関する要項で確認すること。

定員に
対する

募集割合

 活動実績報告書

 実技検査

48

京 都 府 立 鴨 沂 高 等 学 校 普　通　科
Ａ方式 １ 型 48

Ａ方式 ２ 型 24

京 都 府 立 洛 北 高 等 学 校
普　通　科
[単位制]

Ａ方式 １ 型 24

Ａ方式 ２ 型 24

30%

30%

30%

Ａ 方 式 48

Ｂ 方 式 24

Ａ 方 式 40

京 都 府 立 洛 東 高 等 学 校

30%

30%

京 都 府 立 朱 雀 高 等 学 校 普　通　科 30%
Ｂ 方 式 20

Ａ 方 式 84

Ａ 方 式 84

京 都 府 立 東 稜 高 等 学 校 普　通　科
Ａ 方 式 38

Ｂ 方 式 22

Ａ 方 式 42

Ｂ 方 式 42

Ａ方式 １ 型 36

Ａ 方 式 48

京 都 府 立 向 陽 高 等 学 校 普　通　科
Ａ 方 式 30

Ｂ 方 式 30

京 都 府 立 乙 訓 高 等 学 校 普　通　科
Ａ方式 ２ 型 24

京 都 府 立 洛 水 高 等 学 校 普　通　科
Ａ 方 式 16

Ｂ 方 式 32

Ａ方式 １ 型 45

Ａ方式 ２ 型 15

Ａ 方 式 24

京 都 市 立 日 吉 ケ 丘 高 等 学 校
普　通　科
[単位制]

Ａ 方 式 52

Ｂ 方 式 20

京都市
・乙訓

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%京 都 市 立 紫 野 高 等 学 校 普　通　科

京 都 府 立 桂 高 等 学 校 普　通　科

京 都 府 立 北 稜 高 等 学 校 普　通　科



Ａ 方 式 １ 型 24

Ａ 方 式 ２ 型 48

普   　通   　科 30% Ａ 方 式 72

普　   通   　科
［単位制］

50% Ａ 方 式 80

Ａ 方 式 56

Ｂ 方 式 28

Ａ 方 式 １ 型 48

Ａ 方 式 ２ 型 24

Ａ 方 式 92

Ｂ 方 式 20

普   　通 　  科 30% Ａ 方 式 60

Ａ 方 式 28

Ｂ 方 式 20

Ａ 方 式 32

Ｂ 方 式 16

普   　通 　  科 30% Ａ 方 式 48

30% Ａ 方 式 １ 型 18

20% Ａ 方 式 ２ 型 12

Ａ 方 式 １ 型 40

Ａ 方 式 ２ 型 20

普   　通 　  科 30% Ａ 方 式 36

Ａ 方 式 9

Ｂ 方 式 9

普   　通 　  科 30% Ａ 方 式 54

普   　通 　  科 30% Ａ 方 式 48

Ａ 方 式 24

Ｂ 方 式 12

普   　通 　  科 30% Ａ 方 式 48

普   　通　   科
［単位制］

30% Ａ 方 式 36

Ａ 方 式 10

Ｂ 方 式 14

普　   通   　科 30% Ａ 方 式 48

普   　通 　  科
［単位制］

30% Ａ 方 式 19

　(2) 普通科（スポーツ総合専攻）及び普通科（美術・工芸専攻）

普通科［単位制］
（スポーツ総合専攻）

100% Ｃ 方 式 40

普通科［単位制］
（スポーツ総合専攻）

100% Ｃ 方 式 40

普　通　科
（スポーツ総合専攻）

100% Ｃ 方 式 40

普　通　科
（スポーツ総合専攻）

100% Ｃ 方 式 40

普通科［単位制］
（ 美術・工芸専攻 ）

100% Ｃ 方 式 30

普　通　科
（スポーツ総合専攻）

100% Ｃ 方 式 40

選抜方式、型

普   　通 　  科

学　 　科　 　名

普　   通   　科

普   　通　   科

定員に
対する

募集割合

30%

30%

30%

30%

普通科総合選択制 70%

学   　科   　名
定員に
対する

募集割合
選 抜 方 式

京都府立丹後緑風高等学校（網野学舎）

京 都 府 立 峰 山 高 等 学 校

　　　　ただし、北桑田高等学校普通科Ａ方式２型を志願できるのは京都市・乙訓通学圏の生徒に限る。

京 都 府 立 西 城 陽 高 等 学 校 普   　通　   科

京 都 府 立 木 津 高 等 学 校 普   　通 　  科

京 都 府 立 東 宇 治 高 等 学 校
< 文 理 >

京 都 府 立 莵 道 高 等 学 校

京 都 府 立 田 辺 高 等 学 校

京 都 府 立 久 御 山 高 等 学 校

京 都 府 立 城 陽 高 等 学 校

京 都 府 立 城 南 菱 創 高 等 学 校

京 都 府 立 京 都 八 幡 高 等 学 校

京 都 府 立 洛 北 高 等 学 校

京 都 府 立 綾 部 高 等 学 校

京 都 府 立 亀 岡 高 等 学 校

京 都 府 立 久 御 山 高 等 学 校

京 都 府 立 西 城 陽 高 等 学 校

京 都 府 立 鳥 羽 高 等 学 校

募集人員
（人）

募集人員
（人）

京 都 府 立 西 舞 鶴 高 等 学 校

高 等 学 校 名

京 都 府 立 福 知 山 高 等 学 校

京 都 府 立 綾 部 高 等 学 校

京 都 府 立 園 部 高 等 学 校

京 都 府 立 亀 岡 高 等 学 校

地域

備考　口丹・中丹・丹後通学圏の普通科の前期選抜では、口丹・中丹・丹後通学圏のどの通学圏からも志願することができる。

丹　　後

口　　丹

京 都 府 立 須 知 高 等 学 校 普　   通   　科

30%

高 等 学 校 名 （ 学 舎 名 ）

30%

30%

30%

山　　城

京 都 府 立 東 宇 治 高 等 学 校
< 国 際 探 究 >

普   　通 　  科
［単位制］

普   　通　   科
［単位制］

中　　丹

京 都 府 立 北 桑 田 高 等 学 校 普   　通 　  科

京 都 府 立 南 陽 高 等 学 校

京都府立宮津天橋高等学校（宮津学舎）

京都府立宮津天橋高等学校（加悦谷学舎）

京 都 府 立 東 舞 鶴 高 等 学 校 普   　通 　  科 30%



　(3) その他普通教育を施す学科

Ａ方式１型 96

Ａ方式２型 24

２　専門教育を主とする学科

植 物 ク リ エ イ ト 科 70% Ａ 方 式 28

園 芸 ビ ジ ネ ス 科 70% Ａ 方 式 28

シ ス テ ム 園 芸 科 70% Ａ 方 式 28

京 都 フ ォ レ ス ト 科 70% Ａ 方 式 21

農 業 学 科 群

(農業生産科・園芸技術科・環境創造科)

食 品 科 学 科 70% Ａ 方 式 21

農 業 科 70% Ｂ 方 式 (21)

園 芸 科 70% Ｂ 方 式 (21)

農 芸 化 学 科 70% Ｂ 方 式 21

ア グ リ サ イ エ ン ス 科
［ 単 位 制 ］

70% Ａ 方 式 21

プ ロ ジ ェ ク ト 工 学 科 Ａ方式１型 64

（ものづくり分野系統） Ａ方式２型 11

プ ロ ジ ェ ク ト 工 学 科 Ａ方式１型 43

（まちづくり分野系統） Ａ方式２型 7

工 学 探 究 科 70% Ａ 方 式 28

機 械 技 術 科 70% Ａ 方 式 21

電 気 技 術 科 70% Ａ 方 式 21

自 動 車 科 70% Ａ 方 式 21

機 械 テ ク ノ ロ ジ ー 科 70% Ａ 方 式 25

ロ ボ ッ ト 技 術 科 70% Ａ 方 式 25

電 気 テ ク ノ ロ ジ ー 科 70% Ａ 方 式 25

環 境 デ ザ イ ン 科 70% Ａ 方 式 25

情 報 テ ク ノ ロ ジ ー 科 70% Ａ 方 式 25

建 築 科 ［ 単 位 制 ］ 70% Ａ 方 式 17

機 械 創 造 科 70% Ａ 方 式 21

商 業 学 科 群 Ａ 方 式 110

(起業創造科・企画科) Ｂ 方 式 30

情 報 企 画 科 70% Ａ 方 式 28

企画経営科［単位制］ 70% Ａ 方 式 16

海 洋 学 科 群

(海洋科学科・海洋工学科・海洋資源科)

情 報 科 学 科 70% Ａ 方 式 56

介 護 福 祉 科 70% Ａ 方 式 21

京都府立丹後緑風高等学校（久美浜学舎）

京 都 府 立 綾 部 高 等 学 校 （ 東 ）

京 都 府 立 須 知 高 等 学 校

京 都 府 立 田 辺 高 等 学 校

農業に関
する学科

京 都 府 立 農 芸 高 等 学 校

地域

京都市
・乙訓

高 等 学 校 名

京 都 市 立 開 建 高 等 学 校

京 都 府 立 北 桑 田 高 等 学 校

京 都 府 立 木 津 高 等 学 校

京 都 府 立 桂 高 等 学 校

工業に関
する学科

京 都 府 立 工 業 高 等 学 校

京都府立宮津天橋高等学校（宮津学舎）

学科の区分 高 等 学 校 名 （ 学 舎 ・ 分 校 名 ）

情報に関
する学科

京 都 市 立 京 都 工 学 院 高 等 学 校

京 都 府 立 峰 山 高 等 学 校

京 都 府 立 京 都 す ば る 高 等 学 校

水産に関
する学科

商業に関
する学科

京 都 府 立 海 洋 高 等 学 校

京都府立丹後緑風高等学校（網野学舎）

京 都 府 立 京 都 八 幡 高 等 学 校 （ 南 ）

京 都 府 立 京 都 す ば る 高 等 学 校

京 都 府 立 木 津 高 等 学 校

福祉に関
する学科

59Ａ 方 式

定員に
対する
募集割合

70%

70%

70%

70%

70%

50%

学　   科　   名
定員に
対する
募集割合

選抜方式、
型

募集人員
（人）

ル ミ ノ ベ ー シ ョ ン 科

選抜方式、
型

Ａ 方 式 59

募集人員
（人）

学 科 名 、 系 統 名



ス ポ ー ツ 健 康 科 学 科 100% Ｃ 方 式 40

音 楽 科 100% Ｃ 方 式 40

美 術 工 芸 科 100% Ｃ 方 式 90

文理総合科［単位制］ 100% Ａ 方 式 40

グローバル科［単位制］ 100% Ａ 方 式 80

自 然 科 学 科 100% Ａ 方 式 80

ア カ デ ミ ア 科 100% Ａ 方 式 80

探 究 学 科 群

(人間探究科・自然探究科)

Ａ方式１型 144

Ａ方式２型 16

フ ロ ン テ ィ ア 理 数 科 100% Ａ 方 式 60

人 間 科 学 科 70% Ａ 方 式 21

サイエンスリサーチ科 100% Ａ 方 式 80

探究文理科［単位制］ 100% Ａ 方 式 40

文 理 科 学 科 100% Ａ 方 式 40

理 数 探 究 科 100% Ａ 方 式 40

み ら い ク リ エ イ ト 科
［ 単 位 制 ］

70% Ａ 方 式 14

３　普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科

Ａ方式１型 72

Ａ方式２型 17

Ｂ 方 式 30

地域創生科［単位制］ 70% Ａ 方 式 63

農 業 科 ・ 家 政 科 50% Ｂ 方 式 20

農 業 科 ・ 家 政 科 50% Ｂ 方 式 20

京 都 府 立 京 都 八 幡 高 等 学 校 （ 南 ）

美術に関
する学科

音楽に関
する学科

学科の区分

体育に関
する学科

京 都 府 立 鳥 羽 高 等 学 校

高 等 学 校 名 （ 分 校 名 ）

京都府立丹後緑風高等学校（久美浜学舎）

京 都 府 立 亀 岡 高 等 学 校

京 都 府 立 南 陽 高 等 学 校

京 都 府 立 城 南 菱 創 高 等 学 校

京 都 府 立 南 丹 高 等 学 校

高 等 学 校 名 （ 学 舎 ・ 分 校 名 ）

専門教育を主とする学科

京 都 府 立 嵯 峨 野 高 等 学 校

総 合 学 科 ［ 単 位 制 ］

学     科    名

京 都 府 立 西 舞 鶴 高 等 学 校

教養科学科［単位制］

高 等 学 校 名

【定時制課程】

京 都 こ す も す 科

定員に
対する
募集割合

選抜方式、
型

学　   科　   名

Ａ 方 式

京 都 市 立 京 都 堀 川 音 楽 高 等 学 校

京 都 府 立 乙 訓 高 等 学 校

京 都 市 立 美 術 工 芸 高 等 学 校

Ａ 方 式

100%

　 　集人員は10人を標準とする。

　※綾部高等学校東分校の募集人員については、農業科及び園芸科を併せた人員であり、それぞれの学科の人員は10人を標準とする。

選 抜 方 式

京 都 市 立 西 京 高 等 学 校

200

160Ａ 方 式

エンタープライジング科

募集人員
（人）

その他の
専門学科

京 都 府 立 北 桑 田 高 等 学 校 （ 美 山 ）

京 都 府 立 福 知 山 高 等 学 校 （ 三 和 ）

京 都 府 立 山 城 高 等 学 校

京 都 府 立 大 江 高 等 学 校

　※北桑田高等学校美山分校及び福知山高等学校三和分校の募集人員については、農業科及び家政科を併せた人員であり、それぞれの学科の募

70%

募集人員
（人）

選 抜 方 式
定員に
対する
募集割合

京 都 府 立 福 知 山 高 等 学 校

80

京 都 市 立 堀 川 高 等 学 校 100%

定員に
対する
募集割合

100%

100%

京 都 市 立 紫 野 高 等 学 校

京 都 府 立 桃 山 高 等 学 校

京 都 市 立 京 都 工 学 院 高 等 学 校

学　   科　   名

募集人員
（人）



 

別表３ 

令和７年度前期選抜において追検査を実施する高等学校名、学科名 

 

高等学校名 課程名 学科名 

京都府立山城高等学校 単位制による全日制 文理総合科 

京都府立洛北高等学校 単位制による全日制 普通科（スポーツ総合専攻） 

京都府立鳥羽高等学校 単位制による全日制 
普通科（スポーツ総合専攻）、 
グローバル科 

京都府立嵯峨野高等学校 全日制 京都こすもす科 

京都府立桃山高等学校 全日制 自然科学科 

京都府立乙訓高等学校 全日制 スポーツ健康科学科 

京都市立西京高等学校 全日制 エンタープライジング科 

京都市立美術工芸高等学校 全日制 美術工芸科 

京都市立京都堀川音楽高等学校 全日制 音楽科 

京都市立京都工学院高等学校 全日制 フロンティア理数科 

京都市立堀川高等学校 全日制 
探究学科群 
（人間探究科・自然探究科） 

京都市立紫野高等学校 全日制 アカデミア科 

京都府立城南菱創高等学校 単位制による全日制 教養科学科 

京都府立西城陽高等学校 全日制 普通科（スポーツ総合専攻） 

京都府立久御山高等学校 全日制 普通科（スポーツ総合専攻） 

京都府立南陽高等学校 全日制 サイエンスリサーチ科 

京都府立亀岡高等学校 単位制による全日制 
普通科（美術・工芸専攻）、 
探究文理科 

京都府立綾部高等学校 全日制 普通科（スポーツ総合専攻） 

京都府立福知山高等学校 全日制 文理科学科 

京都府立西舞鶴高等学校 全日制 理数探究科 

 



別表４ 
保護者の住所の存する地域 

  

保護者の住所の存する市町村等  地 域 

京都市（京都京北小中学校の通学区域を除く。）、向日市、長岡京市、大
山崎町、八幡市(八幡長町、八幡樋ノ口及び川口高原に限る。)、久御山
町(大橋辺に限る。) 

京都市・乙訓 

宇治市、城陽市、八幡市(八幡長町、八幡樋ノ口及び川口高原を除く。)、
京田辺市、木津川市、久御山町(大橋辺を除く。)、井手町、宇治田原町、
笠置町、和束町、精華町、南山城村  

山 城 

京都市（京都京北小中学校の通学区域に限る。）、亀岡市、南丹市、京丹
波町  

口 丹 

綾部市、福知山市、舞鶴市  中 丹 

宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町  丹 後 

 

備考 全日制普通科（ルミノベーション科を含む。）を志望する場合、中期選抜及び後期選抜入学願書の

記入にあたっては、志願者の保護者の住所に基づき、この表に規定する地域を選ぶこととする。 

 



 

別表５ 

令和７年度中期選抜において面接を実施する高等学校名、学科名 

 

高等学校名（分校名） 課程名 学科名 

京都府立朱雀高等学校 単位制による定時制（夜間） 普通科 

京都府立鳥羽高等学校 単位制による定時制（夜間） 普通科 

京都府立北桑田高等学校（美山） 定時制（昼間） 農業科、家政科 

京都府立桃山高等学校 単位制による定時制（夜間） 普通科、商業科 

京都府立綾部高等学校（東） 定時制（夜間） 普通科 

京都府立福知山高等学校（三和） 定時制（昼間） 農業科、家政科 

京都府立東舞鶴高等学校（浮島） 定時制（夜間） 普通科 

京都府立清新高等学校 単位制による定時制（昼間） 総合学科 

 

 



 

別表６ 

令和７年度全国部活動特別入学者選抜において入学後加入を要する部活動名 

 

高等学校名（学舎名） 課程名 学科名 部活動名 

京都府立北桑田高等学校 全日制 普通科、京都フォレスト科 
自転車競技部、 
ワンダーフォーゲル部 

京都府立須知高等学校 全日制 普通科、食品科学科 ホッケー部 

京都府立丹後緑風高等学校 
（網野学舎） 

単位制による 
全日制 

普通科、企画経営科 レスリング部 

 

  



 

○             ○ 
様式Ａの１                                             
 

※ 受付番号 
 

※ 受 付 
  学校名 

 

            

在 学（出身） 

中 学 校 名 

 

志 願 者 住 所 

（〒   -      ） 

 

 

ふ り が な  

 

志 願 者 氏 名 

 

 

年  月  日生 
 

 上記の者は、下記のとおり入学を志望しますので、出願します。 

年   月   日  
 

  京都  立     高等学校長 様 

                               （〒   -      ） 

 

保護者住所                             

                              ふ り が な 

 
 

保護者氏名                             

 

志願者との関係                           

 

（電 話）                             

                                注 ｢保護者氏名｣欄について、保護者自署の場合は押印不要です。 

                                       その他の場合については、保護者印を押印してください。 
 
 

記  

志 
 
 
 
 
 
 
 

望 

区   分 第 １ 志 望 第 ２ 志 望 
 保護者の住所の 

存する地域 

課 程 名 全日制・定 時 制 
全日制・定時制 京都市・乙訓 

山城 

口丹 

中丹 

丹後 

希 望 順 位 第１順位 第２順位 

学 校 名    

 

 

学科名 

   

全日制普通科（ルミ

ノベーション科を

含む。）を志望する

場合は、上欄の地域

を○印で囲んでく

ださい。 

注１ 志願する課程を○印で囲んでください。 
２ 全日制課程と定時制課程を併願することはできません。ただし、中期選抜に限り、保護者の住所の存する地域が丹後 

地域である場合、全日制課程を第１志望、丹後地域の定時制課程を第２志望として志願することができます。 
３ 定時制課程のみを志願する場合は、第２順位を斜線で抹消してください。 
４ 後期選抜では、第２順位を斜線で抹消してください。 
 

（他の都道府県からの入学志願者又は出願時に成年に達した入学志願者は、下欄に連絡先等を記入してください。） 

連 絡 先 

（〒   -      ） 

（      方） 電話           

在学（出身）中学校住所 

（〒   -      ） 

電話           

○印 

令和７年度選抜 

入 学 願 書 

府 
 

市 

注 特別事情具申を
行い、許可・確認を
受けた者は、その許
可・確認を受けた住
所により記入して
ください。 

学舎又は分校志願者は学
舎又は分校名まで記入し
てください。 

 

系統等名    

中期選抜  
後期選抜 

＊

  

＊ 該当する選抜（「中期選抜」・「後期

選抜」）を○印で囲んでください。 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 学力検査等受検票 

※ 受付番号 第         号 

氏  名 

  

 

 

 

在学（出身）中学校名 
 

※ 受付学校名（受検会場校） 
                                                  

１ 本票は、入学願いに関する一切の手続受領書を兼ね
ます。 

２ 学力検査等の当日携帯して机上に置き、その後も合

格発表まで保存しておいてください。 

※ 受付番号  

※ 受付学校名  

令和７年度学力検査手数料納入書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（京都府納税証明書〈納付済証〉貼り付け欄） 
 
 
 

（ 京 都 市 領 収 書 貼 り 付 け 欄 ） 

 １ 京都府立高等学校において受検する者は、全日制 

2,200円、定時制900円を所定の納付書により金融機関 

等で納入し、納税証明書〈納付済証〉を貼り付けてく 

ださい。 
  ２ 京都市立高等学校において受検する者は、全日制 

2,200円、定時制900円を京都市立高等学校に納入し、 
その領収書を貼り付けてください。 

※ 受付番号  

※ 受付学校名  

ふりがな   

氏  名 
 

在学（出身）中学校名 
 

 

様式Ａの２ 

受検に関する注意事項 

ア 高等学校長の指定した時間に検査会場に集合して、注意 
事項の説明を受けてください。 

イ 受検票、弁当（後期選抜は除く。）及び筆記用具（鉛筆 
(シャープペンシル可)、消しゴム及び鉛筆削り）を忘れな 
いでください。 

    その他検査会場によって特に必要なものは、当該高等学 
校長が別に指示します。 
なお、筆記用具は、公式や法則等の記入のないものとし 

ます。また、計算機能、翻訳機能及び端末機能のある時計 
等の機器及び文具類（タブレットを含む。）、並びに携帯電 
話等（スマートフォンを含む。）の持込は禁止します。 

ウ 答案用紙には、受付番号を記入し、氏名は記入しないで 
ください。受付番号は、算用数字で正確に記入してください。 

エ 検査開始後、検査会場の外へ出た場合は、その後の検査 
は受けられません。 

オ 受検中不正行為のあった者は、退場を命じられ、その後 
の検査は受けられません。 

学 力 検 査 受 検 願 

年  月  日 

京都府教育委員会教育長  

京都市教育長  

 

在学（出身） 

中学校名 

 

志願者住所 

 

 

 

ふりがな 

志願者氏名 

 

 私は、この度、京都府公立高等学校入学者選抜のための学力検

査を受検したいので、学力検査手数料を添えてお願いします。 

写  真  票 

 

 

 

・３箇月以内に撮影 

・縦 4.5cm、 

横 3.5cm程度 

・正面、無帽 

 

印 

契 

印 

＊ 該当する選抜（「中期選抜」・「後期選抜」）を○印で囲

んでください。 

中期選抜  
後期選抜 

＊

  

様式Ａの３ 
令和７年度選抜 

様 

中期選抜  
後期選抜 

＊

  

＊ 該当する選抜（「中期選抜」・「後期選抜」）を○印で囲んでくだ
さい。 



 

府 

市 

 

 

 

様式Ｂ 

                                                                               

入学願書の提出について 
 
                                                      

年   月   日   

  京都  立         高等学校長 様 

 

  （願書提出先校） 

中学校名                   

 

校長氏名                 □印 

 
 

貴校への志願者について、記載事項を確認の上、関係書類を添えて、下記のとおり提出します。 

 

記 

 
１ 第１志望第１順位で志願する課程名及び学科名等 

 学舎・分校名 課程名 学 科 名 系統等名 志願者数 

 
 全 日 制 

定 時 制 
   

注１ 志願する課程を○印で囲んでください。 
２ ※印の欄以外で記入の必要のない欄は、斜線（    ）で抹消してください。 

 
２ 志願者氏名 

整理番号 氏          名 ※ 備        考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

注１ 募集単位別に作成してください。 
２ 整理番号欄には、１から順に通し番号を記入してください。 
３ ※印の欄は、中学校での記入は不要です。 
４ ※印の欄以外で記入の必要のない欄は、斜線（    ）で抹消してください。 

令和７年度選抜 

中期選抜  
後期選抜 

＊

  

＊ 該当する選抜（「中期選抜」 

・「後期選抜」）を○印で囲んで 

ください。 



様式Ｃの１

年 月 日 性別

年 月 日生

数学 美術 ※

１年

２年

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

　この報告書の記載事項に誤りのないことを証明します。

年 月 日

（電話）

印

注１　選抜要項５、６により記入する場合は、令和６年12月31日現在の記録を記入してください。
　２　選抜要項７、８により記入する場合は、令和７年２月10日現在の記録を記入してください。

　３　「総合的な学習の時間」欄は、生徒の３年間の学習状況における顕著な事項等（生徒にどのような力が身につ
　　いたか・どのような学習成果が得られたのか等）に関して記入してください。
　４　「総合所見」欄は､３年間の特別活動における活動状況（学級活動、生徒会活動、学校行事等）､部活動の状況、
　　生徒の特技、学校の内外におけるボランティア活動及び表彰を受けた行為や活動、各教科、その他学校生活全体
　　にわたって認められる行動の状況等について顕著なものを原則として箇条書きで記入してください。
　５　「観点別学習状況」欄の「Ⅰ」は知識・技能に関する観点、「Ⅱ」は思考・判断・表現に関する観点、「Ⅲ」
　　は主体的に学習に取り組む態度に関する観点について指導要録に記載されたＡ・Ｂ・Ｃの記号を記入してくださ
　　い。

　※受付学校名

中学校

令和７年度選抜

報　告　書

前　期　・　中　期　・　後　期　・　特　別 　※受付番号

技術・
家庭

英語

評定

卒業　

学
習
の
記
録

必修教科 国語 社会 理科

学歴

ふりがな

卒業見込み

氏名

音楽
保健
体育

観
点
別
学
習
状
況

評定

３年

評定

総合的な学習の時間 総　合　所　見

校　長　証　明

学 校 名

校 長 氏 名

記録担当者氏名



様式Ｃの２

年 月 日 性別

年 月 日生

数学 美術 ※

１年

２年

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

　この報告書の記載事項に誤りのないことを証明します。

年 月 日

（電話）

印

注１　「総合的な学習の時間」欄は、生徒の３年間の学習状況における顕著な事項等（生徒にどのような力が身につ

　　いたか・どのような学習成果が得られたのか等）に関して記入してください。

　２　「総合所見」欄は､３年間の特別活動における活動状況（学級活動、生徒会活動、学校行事等）､部活動の状況、

　　生徒の特技、学校の内外におけるボランティア活動及び表彰を受けた行為や活動、各教科、その他学校生活全体

　　にわたって認められる行動の状況等について顕著なものを原則として箇条書きで記入してください。

令和７年度選抜

前　期　・　中　期　・　後　期　・　特　別 　※受付番号

　※受付学校名

中学校

報　告　書（令和３年３月以前卒業者用）

卒業　

学
習
の
記
録

必修教科 国語 社会 理科

学歴

ふりがな

氏名

音楽
保健
体育

技術・
家庭

英語

評定

評定

総合的な学習の時間 総　合　所　見

観
点
別
学
習
状
況

３年

評定

校 長 氏 名

記録担当者氏名

校　長　証　明

学 校 名



 

様式Ｃの３                                                             
 

 ※ 受付番号  

 

報    告    書 

（長期欠席者特別入学者選抜用） 
 京都  立           高等学校長 様 

在学中学校名                 立              中学校 

ふりがな  性別 

志願者氏名   

 

１ 生徒の出欠状況 

  授業日数 出席日数（内、教育支援センター等の学校外施設（以下、 
「学校外施設」という。）への通所等の日数） 

 欠席日数（内、学校外施設への通所等の日数）  

第１学年 日 日（          日） 日（        日） 

第２学年 日 日（          日） 日（        日） 

第３学年 日 日（          日） 日（        日） 

     ※ いわゆる「別室登校」で学校に登校している場合は、出席日数に含む。 

 

 ２ 欠席等で学校へ登校しなかった連続日数 
 連続日数 内、学校外施設への通所等の日数（出席扱い含む。） 

    ※ 各学年で連続した 

    日数が、最も多い日数 

    を記入すること。 

 第１学年                   日                                            日 

第２学年                   日                                            日 

第３学年                   日                                            日 

 ３ 長期欠席の理由 
 

 

 

 ４ 生徒の状況 
  (1)欠席中の状況 
 

 

 

 

  (2)第３学年時の登校時の状況（該当する記号（ア～エ）に○印を付し、必要事項を記載すること。） 
 ア  ほぼ教室に入れる。  

イ  教室に入れないことがある。（出席日数の     割程度）（別室名                       ） 

ウ  遅れて登校することが多い。（出席日数の     割程度） 

エ  早く帰ることが多い。（出席日数の    割程度） 

       ※ 複数の記号に該当する場合、該当事項すべてに記入すること。 

 ５ その他特記事項 

 

校 

長 

証 

明 

この報告書の記載事項に誤りのないことを証明します。 

                                                         年   月    日 

 

学 校 名                                                                     （電話） 

 

校長氏名                                                                                             

記録担当者氏名  

 （注）令和６年12月31日現在の記録を記入してください。 

    授業日数欄、出席日数欄については斜線で抹消してください。 

    ただし、システムの改修を要する場合等対応が困難な場合は、記載があっても差し支えありません。 

    なお、授業日数、出席日数の記載があっても入学者選抜には用いません。 

令和７年度選抜 

印 

府 
 
市 



様式Ｃの４（表）

京都府立　　　高等学校長　様

年 月 日 性別

年 月 日生

数学 美術 ※

１年

２年

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

学
習
の
記
録

３年

総合的な学習の時間 総　合　所　見

観
点
別
学
習
状
況

（京都府立清明高等学校特別入学者選抜・京都府立清新高等学校特別入学者選抜用）

評定

卒業　

必修教科 国語 社会 理科 音楽

令和７年度選抜

報　告　書

※受付番号

保健
体育

技術・
家庭

英語

評定

評定

学歴

ふりがな

卒業見込み

氏名中学校



様式Ｃの４（裏）

　この報告書の記載事項に誤りのないことを証明します。

年 月 日

（電話）

印

注１　令和６年12月31日現在の記録を記入してください。

　２　「学習の記録」欄は、選抜要項４(5)エ(ｴ)に従って記入してください。

　３　「総合所見」欄は､選抜要項４(5)エ(ｵ)に従って記入してください。

　４　「生徒の状況」欄は､求める生徒像に照らした学校生活における普段の生徒の様子や状況など、全般的なことに

　　ついて記入してください。

　５　「その他の特記事項」欄は､生徒の健康状況等の他、「高校で学ぶ能力や意欲」について、特記すべき事項など

　　があれば記入してください。

　６　「観点別学習状況」欄の「Ⅰ」は知識・技能に関する観点、「Ⅱ」は思考・判断・表現に関する観点、「Ⅲ」は

　　主体的に学習に取り組む態度に関する観点について指導要録に記載されたＡ・Ｂ・Ｃの記号を記入してください。

記録担当者氏名

　
そ
の
他
の
特
記
事
項

　
生
徒
の
状
況

学 校 名

校 長 氏 名

令和７年度選抜

校　長　証　明

※受付番号



様式Ｃの５（表）

京都府立　　　高等学校長　様

年 月 日 性別

年 月 日生

数学 美術 ※

１年

２年

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

学歴

ふりがな

氏名中学校

卒業　

令和７年度選抜

※受付番号

保健
体育

技術・
家庭

英語

評定

必修教科 国語 社会 理科 音楽

（京都府立清明高等学校特別入学者選抜・京都府立清新高等学校特別入学者選抜用）

報　告　書（令和３年３月以前卒業者用）

評定

観
点
別
学
習
状
況

評定

総合的な学習の時間 総　合　所　見

学
習
の
記
録

３年



様式Ｃの５（裏）

　この報告書の記載事項に誤りのないことを証明します。

年 月 日

（電話）

印

注１　「学習の記録」欄は、選抜要項４(5)エ(ｴ)に従って記入してください。

　２　「総合所見」欄は､選抜要項４(5)エ(ｵ)に従って記入してください。

　３　「生徒の状況」欄は､求める生徒像に照らした学校生活における普段の生徒の様子や状況など、全般的なことに

　　ついて記入してください。

　４　「その他の特記事項」欄は､生徒の健康状況等の他、「高校で学ぶ能力や意欲」について、特記すべき事項など

　　があれば記入してください。

令和７年度選抜

校　長　証　明

※受付番号

記録担当者氏名

　
そ
の
他
の
特
記
事
項

　
生
徒
の
状
況

学 校 名

校 長 氏 名



 

 
様式Ｄ 

 

京都府公立高等学校入学志願者資格認定申請書 

 

 

学校      年          

 
ふりがな 
                            

氏  名                       

 

年   月   日生  

 

 

  上記の者は、貴校に入学を希望していますので、高等学校入学志願者資格の認定を申請します。 

 

 

            高等学校長 様 

 

保護者住所                        

保護者氏名                         

注 ｢保護者氏名｣欄について、保護者自署の場合は押印不要です。 

  その他の場合については、保護者印を押印してください。 

 

    本人の学歴 

 

         年   月   日             小学校入学 

  

 

 

 

  上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

         年   月   日 

 

在学(出身)学校名                   

校 長 氏 名                □印  

 

 

（きりとり） 

 

 

京都府公立高等学校入学志願者資格認定書 

 

 

  先に申請のあった  （本人氏名）  の志願者資格を認定します。 

 

年   月   日  

 

 （保 護 者 氏 名）   様 

 

高等学校長                □印  

修了

卒業

○印 



 

様式Ｅ 

 

 

第       号  

年   月   日  

 

京都府教育委員会教育長 
京都市教育長 様 

  

 

高等学校長                印 

 

 

 

後期選抜の要否について 
 

 

令和７年度京都府公立高等学校入学者選抜について、下記のとおり後期選抜の要否を報告します。 

 

 

記 

 

 

学舎・ 

分校名 
課程名 

学科名、 

系統等名 

募 集 

定 員 

前期選抜

及び特別

入学者選

抜の合格

者数の計 

中期選抜合格者に関する 

資料 

過不足 

後期選抜の

要否及び 

意 見 

後期選抜 

募集人員 

第１志望に 

よるもの 

第２志望に 

よるもの 

合 格 
見込者数 

合 格 
見込者数 

          

          

          

          

          



 

様式Ｆ 

 

 

                                                 

 

 

追 検 査 受 検 願 
 

 

受 付 

番 号 
氏   名 

第  １  志  望 

欠席等の理由 
学 校 名 

学舎・ 

分校名 
課程名 

学科名、 

系統等名 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  注 学校名の欄には、選抜要項４(1)に規定する高等学校名を記入してください。 

 

  

上記理由のとおり、学力検査を受検することができなかったので、追検査の受検を許可願います。 

 

        年   月   日         

 

 

 

保護者氏名                       ○印   

 

                                  注 ｢保護者氏名｣欄について、保護者自署の場合は押印不要です。 

                               その他の場合については、保護者印を押印してください。 

 

 

 

 （中学校長副申） 

 

  上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

        年   月   日  

 

在学（出身）中学校名                

 

校 長 氏 名                 □印 

 

 

 （願書提出先） 

         高等学校長 様 
 

 

 
 

令和７年度選抜 

前期選抜 
中期選抜 

特別入学者選抜 

＊  

 

＊ 該当する選抜（「前期選抜」・ 

「中期選抜」・「特別入学者選抜」） 

を○印で囲んでください。 



 

 

様式Ｇ 

 

受付番号               

 

本人氏名             様 

 

 

合 格 通 知 書 
 

 

 

年   月   日  

 

 

 
 

  

京都  立    高等学校長           印  
 

 

 

 

 

 

  あなたは、令和７年度  選抜の結果、本校  （学舎）  制課程  科（系統）に合格しましたので通

知します。 

 

  なお、令和７年度京都府公立高等学校入学者選抜に改めて志願することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事務処理上、一部電算処理できない漢字があるため、字体が異なる場合があります。 

令和７年度選抜 



様式Ｈ 

 
学力検査等受検上の特例措置申請書Ａ 

 
 

  年  月  日  
 

       
 京都    立     高等学校長 様 
       
 
                      中学校名 
                      校長氏名 印  
 
 
 下記志願者の学力検査等の受検について適切な特例措置をとられるよう、申請します。 
 

記 
 
１ 氏 名                  （性別） 

 

２ 受検を予定している選抜名称、学舎・分校名及び学科（系統等）名 
（                                   ） 

  ※ 前期選抜、京都府立清明高等学校特別入学者選抜又は京都府立清新高等学校特別入学者選抜を予定

している場合は選抜方式（型）名まで記入してください。 
 
３ 障害等の状況 

 

 
４ 学力検査等において希望する配慮内容 

 

 
５ 中学校における授業時や定期考査等における配慮内容 

 

 
６ その他特記事項 
   
  

 
 ※ 選抜ごとに提出してください。 

 

 

府 

市 



様式Ｉ 
 

学力検査等受検上の特例措置申請書Ｂ 
 

  年  月  日  
 

       
 京都    立     高等学校長 様 
       
                      中学校名 
                      校長氏名 印  
 
 下記志願者の学力検査等の受検について適切な特例措置をとられるよう、申請します。 
 

記 
 
１ 氏 名                  （性別） 
 
２ 受検を予定している選抜名称、学舎・分校名及び学科（系統等）名 
（                                   ） 

 （※ 前期選抜、京都府立清明高等学校特別入学者選抜又は京都府立清新高等学校特別入学者選抜を予定

している場合は選抜方式（型）名まで記入してください。） 
 
３ 学力検査等において希望する配慮内容 
   （ ）学力検査問題に振り仮名を付す。 

   （ ）各教科1.3倍を限度として、検査時間を延長する。 
     （※ どちらか又は両方に○印をつけてください。） 
 
４ 海外在住地名 

 

５ 海外在住期間      年  月 ～  年  月 

 

６ 来 日 年 月      年  月 

 

７ 学 校 教 育 歴（海外在住中、来日後の教育歴） 

学 校 名 所在地（国名・都市名） 在 学 学 年 在 学 期 間 

    学年～ 学年    年  月～  年  月 

    

    

    

備 
考 

 

 
８ 中学校における授業時や定期考査等における配慮内容 

 

 
９ その他特記事項 
   
  
 ※ 選抜ごとに提出してください。 

府 

市 



様式Ｊ 

 
学力検査等受検上の特例措置決定通知書 

 
 年 月 日  

 
 
         中学校長 様 
 
 

京都  立    高等学校 

 

校長     

 
 
  年 月 日付けで申請のあった下記志願者について、下記のとおり特例措置をとることにしました

ので、志願者にお知らせください。 
 
 

記 
 
 
１ 志願者氏名                    （受付番号       ） 
 
２ 選抜名称 
 
３ 措置内容 
  

 
 
 

印 



 

府 

市 

 

○             ○ 
 

様式前－１                                               

 

  

※ 受付番号 
 

    

 

前 期 選 抜 入 学 願 書 

 

 

在学（出身） 

中 学 校 名 

 

志 願 者 住 所 
（〒   -      ） 

ふ り が な  

志願者氏名 

 

年  月  日生 

 

 

 上記の者は、下記のとおり入学を志望しますので、出願します。 

                  

 

年   月   日  

  京都  立     高等学校長 様 
     

                                （〒   -      ） 

 

保護者住所                             
 

ふ り が な 
    

保護者氏名                             

 

志願者との関係                           

 

（電 話）                             

                               注 ｢保護者氏名｣欄について、保護者自署の場合は押印不要です。 

                                その他の場合については、保護者印を押印してください。 

 

記 

 

課程名 
学校名 

学舎又は分校志願者は学舎又は 

分校名まで記入してください。 

 
選抜方式（型）名 

全 日 制 

定 時 制 

  

 

注 志願する課程を○印で囲んでください。 

 

（他の都道府県からの入学志願者又は出願時に成年に達した入学志願者は、下欄に連絡先等を記入してください。） 

連 絡 先 

（〒   -      ） 

（      方） 電話           

在学（出身）中学校住所 

（〒   -      ） 

電話           

令和７年度選抜 

○印 

学科 
〔系統等〕 

名 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 前期選抜受検票 

※ 受付番号 第         号 

氏  名 

  

 

 

 

在学（出身）中学校名 
 

※ 受付学校名 
                                                  

１ 本票は、前期選抜入学願いに関する一切の手続受
領書を兼ねます。 

２ 前期選抜学力検査等の当日に携帯してください。
その後も合格発表まで保存しておいてください。 

※ 受付番号  

※ 受付学校名  

令和７年度学力検査 
（入学考査）の手数料納入書 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

（京都府納税証明書〈納付済証〉貼り付け欄） 
 
 
 

（ 京 都 市 領 収 書 貼 り 付 け 欄 ） 

 

 

 
  １ 京都府立高等学校において受検する者は、全日制 

2,200円、定時制900円を所定の納付書により金融機関 

等で納入し、納税証明書〈納付済証〉を貼り付けてく 

ださい。 
  ２ 京都市立高等学校において受検する者は、全日制 

2,200円、定時制900円を京都市立高等学校に納入し、 
その領収書を貼り付けてください。 

※ 受付番号  

※ 受付学校名  

ふりがな   

氏  名 
 

在学（出身）中学校名 
 

 

受検に関する注意事項 

ア 高等学校長の指定した時間に検査会場に集合して、
注意事項の説明を受けてください。 

イ 受検票及び筆記用具（鉛筆(シャープペンシル可)、
消しゴム及び鉛筆削り）を忘れないでください。 
その他検査会場によって特に必要なものは、高等 

学校長が別に指示します。 
なお、筆記用具は、公式や法則等の記入のないも 

のとします。また、計算機能、翻訳機能及び端末機 
能のある時計等の機器及び文具類（タブレットを含
む。）、並びに携帯電話等（スマートフォンを含む。） 
の持込は禁止します。 

ウ 検査開始後、検査会場の外へ出た場合は、その後 
の検査は受けられません。 

エ 受検中不正行為のあった者は、退場を命じられ、 
その後の検査は受けられません。 

 

学力検査受検願（付票） 

 

年  月  日 

 

京都府教育委員会教育長   

京都市教育長  

 

在学（出身） 

中学校名 

 

志願者住所 

 

 

 

 

ふりがな 

志願者氏名 

 

私は、この度、前期選抜のための学力検査（入学考査）を受検し

たいので、手数料を添えてお願いします。 

 

様式前－１の２ 令和７年度選抜 

写  真  票 

印 

 

 

 

・３箇月以内に撮影 

・縦 4.5cm、 

横 3.5cm程度 

・正面、無帽 

 

契 

印 

様 



 

府 

市 

 
 

様式前－２ 

                                                                               

前期選抜入学願書の提出について 
 
                                                      

年   月   日   

  京都  立         高等学校長 様 
 

  （願書提出先校） 

中学校名                   

 

校長氏名               □印  

 
 

  貴校への志願者について、記載事項を確認の上、関係書類を添えて、下記のとおり提出します。 

 

記 

 
１ 志願する課程名及び学科名等 

 学舎・分校名 課程名 学 科 名 系統等名 選抜方式 型 志願者数 

  
全 日 制 

定 時 制 
     方式    型  

注１ 志願する課程を○印で囲んでください。 

２ ※印の欄以外で記入の必要のない欄は、斜線（    ）で抹消してください。 

 

２ 志願者氏名 

整理番号 氏          名 ※ 備        考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

注１ 募集単位別に作成してください。 

２ 整理番号欄には、１から順に通し番号を記入してください。 

３ ※印の欄は、中学校での記入は不要です。 

４ ※印の欄以外で記入の必要のない欄は、斜線（    ）で抹消してください。 

令和７年度選抜 



様式前活－１

 志望校

（性別）

注　記入に当たっては、選抜要項５(4)ウ(ｲ)に従ってください。

中学校在学中における活動の実績を上記のとおり報告します。

年 月 日

印

令和７年度選抜

※受付番号

年　　月　　日生

活　動　実　績　報　告　書

府
京都 立 高等学校長　様

在学（出身）中学校名

高等学校において取り組みたい活動

市

在学(出身)中学校名

校 長 氏 名

３ 年

　中学校在学中の顕著な活動実績（部活動、特別活動、ボランティア活動等）（学校外での活動を含む。）

･箇条書きで記入すること。
･部活動及びコンクール等については、大会名、時期(○年○月)、順位･記録等を詳しく記入すること。
･検定試験（資格）については、名称、段級、取得した時期（○年○月）等を記入すること。
･その他顕著な活動実績があれば記入すること。

志願者氏名

１ 年

　中学校在学中の部活動、その他（特別活動、ボランティア活動等）の活動内容（学校外での活動を含む。）

学 年
部活動においては、所属部（種目）、役職、ポジション及びレギュラーの有無等を記入すること。
その他においては、学級活動、生徒会活動における役員名、所属委員会名等を記入すること。

記 入 者 氏 名

２ 年



様式前活－２

志望校

京都府立 高等学校長　様

在学（出身）中学校名

志願者氏名

年 月 日生 （性別）

中学校在学中における活動の実績を上記のとおり報告します。

年 月 日

印

そ　の　他　・　所　見

※受付番号

府レベルの
大会での成
績

近畿レベル
の大会での
成績

全国レベル
の大会での
成績

大 会 名
成　　績

(順位・記録)

活動実績報告書　【運動実績の記録】

所属運動部（種目）名

大 会 名
成　　績

(順位・記録)

大 会 名
成　　績

(順位・記録)

ポジション、部内での役職等

京都府５ブ
ロックレベ
ルでの成績

大
会
区
分

大 会 名
成　　績

(順位・記録)

　４　京都府の区域外における活動実績を記入する場合は、大会区分を当該地域に読み替えて記入してください。

　３　大会成績等を記入の際は、出場した学年を明示してください。

注１　記入にあたっては、選抜要項５(4)ウ(ｳ)に従ってください。

　２　活動実績は学校外での活動を含みます。

校 長 氏 名

記 入 者 氏 名

在学(出身)中学校名

令和７年度選抜

［普通科（スポーツ総合専攻）・スポーツ健康科学科・全国部活動特別入学者選抜］　

高等学校で希望する専攻種目



 

○             ○ 
 

様式特別－Ａの１ 

 

※ 受付番号 
 

 

 

                ＊              特 別 入 学 願 書 

 

 

在学（出身） 

中 学 校 名 

 

志 願 者 住 所 

（〒   -      ） 

 

 

             （電話） 

ふ り が な  

志 願 者 氏 名 

 

年  月  日生 
 

 上記の者は、下記のとおり入学を志望しますので、出願します。 

年   月   日  

      

  京都府立       高等学校長 様 

      

                                （〒   -      ） 

 

保護者住所                             
 

   ふ り が な 
   

保護者氏名                             

 

志願者との関係                           

 

（電 話）                             

                                   注 ｢保護者氏名｣欄について、保護者自署の場合は押印不要です。 

                                     その他の場合については、保護者印を押印してください。 

 

記 

 

課程名 

学校名 

学舎又は分校志願者は学舎又は 

分校名まで記入してください。 

学科名 

全 日 制 

定 時 制 

 

  

注 志願する課程を○印で囲んでください。 

 

 

 

 

＊              特別入学者選抜の出願資格を有することを証明します。 

 

         

年   月   日 

在学(出身)中学校名                

校 長 氏 名              □印  

＊ 該当する選抜（「海外勤務者帰国子女」・「中国帰国孤児子女」・「長期欠席者」・「全国部活動」）を○印で囲んでください。 

海外勤務者帰国子女 

中国帰国孤児子女 

長 期 欠 席 者 

全 国 部 活 動 

令和７年度選抜 

○印 

 

海外勤務者帰国子女 

中国帰国孤児子女 

長 期 欠 席 者 

全 国 部 活 動 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和７年度 学力検査等受検票 

※ 受付番号 第         号 

氏  名 

  

 

 

在学（出身）中学校名 
 

※ 受付学校名（受検会場校） 
                                                  

１ 本票は、入学願いに関する一切の手続受領書を兼 
ねます。 

２ 学力検査等の当日携帯して机上に置き、その後も合

格発表まで保存しておいてください。 

※ 受付番号  

※ 受付学校名  

令和７年度学力検査手数料納入書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（京都府納税証明書〈納付済証〉貼り付け欄） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

全日制2,200円、定時制900円を所定の納付書により 

金融機関等で納入し、納税証明書〈納付済証〉を貼り 

付けてください。 

※ 受付番号  

※ 受付学校名  

ふりがな   

氏  名 
 

在学（出身）中学校名 
 

 

様式特別－Ａの２ 

受検に関する注意事項 

ア 高等学校長の指定した時間に検査会場に集合し
て、注意事項の説明を受けてください。 

イ 受検票及び筆記用具（鉛筆(シャープペンシル
可)、消しゴム及び鉛筆削り）を忘れないでくださ
い。 

    その他検査会場によって特に必要なものは、当
該高等学校長が別に指示します。 
なお、筆記用具は、公式や法則等の記入のない 

ものとします。また、計算機能、翻訳機能及び端末
機能のある時計等の機器及び文具類（タブレットを
含む。）、並びに携帯電話等（スマートフォンを含
む。）の持込は禁止します。 

ウ 答案用紙には、受付番号を記入し、氏名は記入
しないでください。受付番号は、算用数字で正確
に記入してください。 

エ 検査開始後、検査会場の外へ出た場合は、その 
後の検査は受けられません。 

オ 受検中不正行為のあった者は、退場を命じられ、
その後の検査は受けられません。 

  

学 力 検 査 受 検 願 

年  月  日 

京都府教育委員会教育長 様 

 

在学（出身） 

中学校名 

 

志願者住所 

 

 

 

 

ふ り が な 

志願者氏名 

 

 

私は、この度、 *              

 

 

特別入学者選抜のための学力検査を受検したいの

で、学力検査手数料を添えてお願いします。 

様式特別－Ａの３ 令和７年度選抜 

写  真  票 

海外勤務者帰国子女 

中国帰国孤児子女 
長 期 欠 席 者 
全 国 部 活 動 

＊ 該当する選抜（「海外勤務者帰国子女」・「中国帰国孤児子女」・
「長期欠席者」・「全国部活動」）を○印で囲んでください。 

 

 

 

 

・３箇月以内に撮影 

・縦 4.5cm、 

横 3.5cm程度 

・正面、無帽 

印 

契 

印 

 



様式特別－Ｂ

年 月 日

　　（願書提出先校）

中学校名

校長氏名

貴校への志願者について、記載事項を確認の上、関係書類を添えて、下記のとおり提出します。

１　志願する特別入学者選抜（該当する種別を○印で囲んでください。）

２　志願する課程名及び学科名等

３　志願者氏名

注１　募集単位別に作成してください。
　２　整理番号欄には、１から順に通し番号を記入してください。
　３　※印の欄は、中学校での記入は不要です。
　４　※印の欄以外で記入の必要のない欄は、斜線（　　　　）で抹消してください。

選抜方式学　科　名

方式
全 日 制
定 時 制

京都 立 高等学校長　様

令和７年度選抜

特別入学者選抜入学願書の提出について

記

志願者数学舎・分校名 課程名

整理番号 氏　　　　　　　　　名 ※　備　　　　　考

注１　志願する課程を○印で囲んでください。
　２　選抜方式欄は京都府立清明高等学校特別入学者選抜又は京都府立清新高等学校特別入学者選抜を志願する場合のみ、
　　Ａ又はＢを記入してください。他の特別入学者選抜を志願する場合は斜線（　　　　　）で抹消してください。

府

市

印

・海外勤務者帰国子女特別入学者選抜 ・中国帰国孤児子女特別入学者選抜

・長期欠席者特別入学者選抜 ・京都府立清明高等学校特別入学者選抜

・京都府立清新高等学校特別入学者選抜 ・京都市立京都奏和高等学校特別入学者選抜

・全国部活動特別入学者選抜



 

 

 

 

 

様式特別－Ｃの１ 

 

海 外 在 住 状 況 報 告 書 
 

 

 

年   月   日  

 

 

京都府立     高等学校長 様 

 

 

 

志願者氏名                          
 

 

保護者氏名                          
 

                                  注 ｢保護者氏名｣欄について、保護者自署の場合は押印不要です。 

                               その他の場合については、保護者印を押印してください。 

 

 

次の記載事項は、事実と相違ありません。 

 

 

１ 海外在住地名 

 

２ 出 国 年 月       年   月 

 

３ 帰 国 年 月       年   月 

 

４ 海外在住期間       年   月 

 

５ 出国前・海外在住中・帰国後の教育歴 

学    校    名 所在地（国名・都市名） 期      間 

 

 

 

 年  月 ～   年  月  

  
年  月 ～   年  月  

  
年  月 ～   年  月  

  
年  月 ～   年  月  

  
年  月 ～   年  月  

備 

 

考 

 

 

令和７年度選抜 

○印 



 

 

 

 

様式特別－Ｃの２ 

 

中国帰国孤児子女帰国状況報告書 
 

 

 

年   月   日  

 

 

京都府立     高等学校長 様 

 

 

 

志願者氏名                      

 

 

保護者氏名                       

 

                                  注 ｢保護者氏名｣欄について、保護者自署の場合は押印不要です。 

                               その他の場合については、保護者印を押印してください。 

 

 

 

次の記載事項は、事実と相違ありません。 

 

 

１ 帰 国 年 月 日        年   月   日 

 

 

２ 帰国後の編入学校名 

 

 

３ 帰国後の編入学年 

 
 

○印 

令和７年度選抜 



 

 

 

 

様式特別－Ｄ 

 

部 活 動 加 入 意 志 確 認 書 
 

 

 

年   月   日  
 

 

京都府立      高等学校長 様 

 

 

 

志願者氏名                      

 

保護者氏名                       

 

                                  注 ｢保護者氏名｣欄について、保護者自署の場合は押印不要です。 

                               その他の場合については、保護者印を押印してください。 

 

 

 

 

この度、全国部活動特別入学者選抜を志願するにあたり、貴校に入学した場合は、次に記載す

る部活動に相違なく入部します。 
 

 

 

 

１ 志 願 す る 学 科 名 

 

 

                                       科 

 

２ 入部を希望する部活動名 
 

 

                                       部 

 
 

○印 

令和７年度選抜 



 

○             ○ 

様式社－Ａの１ 

※ 受付番号 
 

 

 

社 会 人 特 別 入 学 願 書 
 

年   月   日  

 

  京都府立      高等学校長 様 

 

出身(在学)中学校名                       

                                 （〒   -      ） 

志願者住所                           

(電話)                                 

                                ふりがな 

志願者氏名                           

   年   月   日生 

                                                           

                                

                                

                                                            

                                

                                

                                                                   

                                                                   

 

 下記のとおり入学を志望しますので、出願します。 

記 

 

課程名 学校名 学科名 

定 時 制   

  

 

 

社会人特別入学者選抜の出願資格を有することを証明します。 

 

        年   月   日 

出身(在学)中学校名            （    年卒業（見込）） 

 

所在地  （〒   -      ） 

 

電 話 

        校 長 氏 名                    

 

令和７年度選抜 

印 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 社会人特別入学者選抜受検票 

※ 受付番号 第           号 

氏  名 

  

 

 

出身（在学）中学校名 
 

※ 受付学校名 
                                                  

１ 本票は、社会人特別入学願いに関する一切の手続 
受領書を兼ねます。 

２ 面接と作文の当日に携帯してください。その後 
も合格発表まで保存しておいてください。 

※ 受付番号  

※ 受付学校名  

令和７年度社会人特別入学者選抜入学考査の手数料納入書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（京都府納税証明書〈納付済証〉貼り付け欄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
900円を所定の納付書により金融機関等で納入し、 

納税証明書〈納付済証〉を貼り付けてください。  

 

※ 受付番号  

※ 受付学校名  

ふりがな   

氏  名 
 

出身（在学）中学校名 
 

 

 

受検に関する注意事項 

ア 面接と作文の当日は、高等学校長の指定した時
間に検査会場に集合して、注意事項の説明を受け
てください。 

イ 受検票及び筆記用具（鉛筆(シャープペンシル

可)、消しゴム及び鉛筆削り）を忘れないでくださ
い。 

    その他必要なものは、高等学校長が別に指示し

ます。 

付   票 

 

出身（在学） 

中学校名 

 

 

 

志願者住所 

 

 

 

 

 

ふりがな 

志願者氏名 

様式社－Ａの２ 令和７年度選抜 

写  真  票 

 

 

 

・３箇月以内に撮影 

・縦 4.5cm、 

横 3.5cm程度 

・正面、無帽 

 

印 

契 

印 



 

 

様式社－Ｂ 

 

受付番号               

 

本人氏名             様 

 

 

 

社会人特別入学者選抜結果通知書 
 

 

 

年   月   日  

 
 

  

京都府立    高等学校長            印  
 

 

 

 

  あなたは、令和７年度京都府公立高等学校社会人特別入学者選抜の結果、本校            制課程      

 科に 

 

 

合 格しました 

ので通知します。 
不合格となりました 
 

 

ついては、次のことに十分注意してください。 

 

 

合格者は、令和７年度京都府公立高等学校入学者選抜に改めて志願することはできません。 

 

 

不合格者は、令和７年度京都府公立高等学校入学者選抜に改めて志願することができます。 

 

 

  

 

 

 

 

※事務処理上、一部電算処理できない漢字があるため、字体が異なる場合があります。 

 
 

令和７年度選抜 



 

○             ○ 

様式清奏－Ａの１ 

※ 受付番号 
 

 

 

 *             特別入学願書 

 
 

年   月   日  

      府 

  京都   立     高等学校長 様 

      市 

在学(出身)中学校名                             

                             （〒    -        ） 

志願者住所                                  

（電 話）                                         

                            ふ り が な 

志願者氏名                                    

    年    月    日生 

                             （〒    -        ） 

保護者住所                                  

（電 話）                                      

                        ふ り が な 

保護者氏名                                     

志願者との関係                                  

                                注１ 出願の日において、志願者が未成年の場合のみ、保護者住所、保護者 

氏名及び志願者との関係を記入してください。 

２ ｢保護者氏名｣欄について、保護者自署の場合は押印不要です。 

                                   その他の場合については、保護者印を押印してください。 

 

 下記のとおり入学を志望しますので、出願します。 

 

記 

 

課程名 学校名 選抜方式（いずれかを○印で囲んでください。） 

定時制  Ａ方式 ・ Ｂ方式 

＊ 該当する選抜（「京都府立清明高等学校」・「京都府立清新高等学校」・「京都市立京都奏和高等学校」）を○印で囲んでください。 

  京都市立京都奏和高等学校を志願する場合は、選抜方式欄を斜線（    ）で抹消してください。 

令和７年度選抜 

○印 

京都府立清明高等学校 

京都府立清新高等学校 

京都市立京都奏和高等学校 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 学力検査（入学考査）等受検票 

※ 受付番号 第           号 

氏  名 

  

 

 

在学（出身）中学校名 
 

※ 受付学校名 
 

１ 本票は、入学願いに関する一切の手続受領書を兼ね
ます。 

２ 検査当日に携帯してください。その後も合格発表ま
で保存しておいてください。 

※ 受付番号  

 

令和７年度学力検査（入学考査）手数料納入書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（京都府納税証明書〈納付済証〉貼り付け欄） 
 
 
 

（ 京 都 市 領 収 書 貼 り 付 け 欄 ） 

 
１ 京都府立高等学校において受検する者は、900円 

を所定の納付書により金融機関等で納入し、納税 

証明書〈納付済証〉を貼り付けてください。 
２ 京都市立高等学校において受検する者は、900円 

を京都市立高等学校に納入し、その領収書を貼り付 
けてください。 

※ 受付番号  

※ 受付学校名  

ふりがな   

氏  名 
 

在学（出身）中学校名 
 

 

受検に関する注意事項 

ア 高等学校長の指定した時間に検査会場に集合し
て、注意事項の説明を受けてください。 

イ 受検票及び筆記用具（鉛筆(シャープペンシル
可)、消しゴム及び鉛筆削り）を忘れないでくださ
い。 

    その他検査会場によって特に必要なものは、当
該高等学校長が別に指示します。 

ウ 検査開始後、検査会場の外へ出た場合は、その 
後の検査は受けられません。 

エ 受検中不正行為のあった者は、退場を命じられ、 
その後の検査は受けられません。 

 

学力検査受検願（付票） 

京都府教育委員会教育長  

京都市教育長       

 

在学（出身） 

中学校名 

 

志願者住所 

 

 

 

 

ふりがな 

志願者氏名 

 

 

 私は、この度、 ＊ 

 

 

特別入学者選抜のための学力検査（入学考査）を受検した

いので、手数料を添えてお願いします。 

 

様式清奏－Ａの２ 

 

令和７年度選抜 

写  真  票 

 

 

 

・３箇月以内に撮影 

・縦 4.5cm、 

横 3.5cm程度 

・正面、無帽 

 

印 

契 

印 

京都府立清明高等学校 

京都府立清新高等学校 

京都市立京都奏和高等学校 

＊ 該当する選抜（「京都府立清明高等学校」・「京都府立清新高等
学校」・「京都市立京都奏和高等学校」を○印で囲んでください。 

 

様 



 

令和７年度選抜の志願関係様式の規格 

様式番号 様式名 
様式の規格 

サイズ 紙質 厚さ（重さ） 

様式Ａの１ 入学願書 Ａ４（縦長） 再生上質 90㎏（四六判） 

様式Ａの２、Ａの３ 学力検査受検願・受検票・写真票 Ａ４（縦長） 再生上質 90㎏（四六判） 

様式Ｂ 入学願書の提出について Ａ４（縦長） 規定なし 規定なし 

様式Ｃの１、Ｃの２ 報告書 Ａ４（縦長） 再生上質 規定なし 

様式Ｃの３ 報告書（長期欠席者特別入学者選抜用） Ａ４（縦長） 再生上質 規定なし 

様式Ｃの４、Ｃの５ 

報告書（京都府立清明高等学校特別入学者

選抜・京都府立清新高等学校特別入学者選

抜用） 

Ａ４（縦長） 再生上質 規定なし 

様式Ｄ 
京都府公立高等学校入学志願者資格認定

申請書 
Ａ４（縦長） 規定なし 規定なし 

様式Ｅ 後期選抜の要否について Ａ４（縦長） 規定なし 規定なし 

様式Ｆ 追検査受検願 Ａ４（縦長） 規定なし 規定なし 

様式Ｇ 合格通知書 Ａ４（縦長） 規定なし 規定なし 

様式Ｈ 学力検査等受検上の特例措置申請書Ａ Ａ４（縦長） 規定なし 規定なし 

様式Ｉ 学力検査等受検上の特例措置申請書Ｂ Ａ４（縦長） 規定なし 規定なし 

様式Ｊ 学力検査等受検上の特例措置決定通知書 Ａ４（縦長） 規定なし 規定なし 

様式前－１ 前期選抜入学願書 Ａ４（縦長） 再生上質 90㎏（四六判） 

付票、様式前－１の２ 学力検査受検願（付票）・受検票・写真票 Ａ４（縦長） 再生上質 90㎏（四六判） 

様式前－２ 前期選抜入学願書の提出について Ａ４（縦長） 規定なし 規定なし 

様式前活－１ 活動実績報告書 Ａ４（縦長） 再生上質 規定なし 

様式前活－２ 活動実績報告書【運動実績の記録】 Ａ４（縦長） 再生上質 規定なし 

様式特別－Ａの１ 特別入学願書 Ａ４（縦長） 再生上質 90㎏（四六判） 

様式特別－Ａの２、 

Ａの３ 
学力検査受検願・受検票・写真票 Ａ４（縦長） 再生上質 90㎏（四六判） 

様式特別－Ｂ 特別入学者選抜入学願書の提出について Ａ４（縦長） 規定なし 規定なし 

様式特別－Ｃの１ 海外在住状況報告書 Ａ４（縦長） 再生上質 規定なし 

様式特別－Ｃの２ 中国帰国孤児子女帰国状況報告書 Ａ４（縦長） 再生上質 規定なし 

様式特別－Ｄ 部活動加入意志確認書 Ａ４（縦長） 再生上質 規定なし 

様式社－Ａの１ 社会人特別入学願書 Ａ４（縦長） 再生上質 90㎏（四六判） 

付票、 

様式社－Ａの２ 
付票・受検票・写真票 Ａ４（縦長） 再生上質 90㎏（四六判） 

様式社－Ｂ 社会人特別入学者選抜結果通知書 Ａ４（縦長） 再生上質 規定なし 

様式清奏－Ａの１ 

特別入学願書（京都府立清明高等学校特別

入学者選抜・京都府立清新高等学校特別入

学者選抜・京都市立京都奏和高等学校特別

入学者選抜用） 

Ａ４（縦長） 再生上質 90㎏（四六判） 

付票、 

様式清奏－Ａの２ 
学力検査受検願（付票）・受検票・写真票 Ａ４（縦長） 再生上質 90㎏（四六判） 

 



 

○京都府立の中学校及び高等学校の通学区域に関する規則 

昭和59年11月23日 

京都府教育委員会規則第14号 

〔京都府公立高等学校通学区域に関する規則〕をここに公布する。 

京都府立の中学校及び高等学校の通学区域に関する規則 

（平12教委規則５・平15教委規則４・改称） 

京都府公立高等学校通学区域に関する規則（昭和29年京都府教育委員会規則第４号）の

全部を改正する。 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、京都府立の中学校（以下「中学校」という。）及び高等学校（以下「高

等学校」という。）の通学区域に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（通学区域） 

第２条 高等学校の全日制の課程（単位制による課程を除く。）の通学区域は、別表第１の

とおりとする。 

２ 高等学校の単位制による全日制の課程の通学区域は、別表第２のとおりとする。 

３ 教育上特別の事情があるときは、前２項の規定にかかわらず、通学区域の調整を行う

ことがある。 

４ 中学校、別表第１又は別表第２に定めのないもの並びに高等学校の定時制の課程及び

通信制の課程の通学区域は、府の全区域とする。 

５ 第１項及び前項の規定にかかわらず、次に掲げる中学校及び高等学校の学科（京都府

立学校の管理運営に関する規則（昭和62年京都府教育委員会規則第８号。以下「管理運

営規則」という。）第２条の２に定める中学校及び高等学校における教育を一貫して施す

ものに限る。）の通学区域は、京都市を除く府の全区域とする。 

(１) 京都府立南陽高等学校附属中学校及び京都府立南陽高等学校サイエンスリサー

チ科 

(２) 京都府立園部高等学校附属中学校及び京都府立園部高等学校普通科 

(３) 京都府立福知山高等学校附属中学校及び京都府立福知山高等学校文理科学科 

 

（就学できる中学校及び高等学校） 

第３条 就学できる中学校及び高等学校は、就学希望者の保護者（親権を行う者又は未成

年後見人若しくはこれに準ずる者として京都府教育委員会教育長（以下「教育長」とい

う。）が定める者をいう。以下同じ。）の住所（就学希望者が成年の場合には、本人の住

所。以下同じ。）の存する通学区域の中学校及び高等学校とする。 

 

（就学できる中学校及び高等学校の特例） 

第４条 前条の規定にかかわらず、通学が著しく困難な者その他教育上特別の事情がある

者は、前条の通学区域以外の通学区域の中学校及び高等学校に就学することができる。 

２ 前項の規定により就学しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。 

 

（府の区域以外の地域からの就学） 

第５条 保護者の住所が府の区域以外の地域に存する就学希望者は、あらかじめ教育長の

許可を受けて、中学校及び高等学校に就学することができる。ただし、高等学校の定時

制の課程及び通信制の課程への就学希望者の取扱いについては、教育長が定める。 



 

 

（入学の許可の取消し） 

第６条 この規則に反して中学校及び高等学校に入学した者は、入学の許可を取り消され

ることがある。 

 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定

める。 

 

  



 

 

別表第１(第２条関係） 

１ 普通科の通学区域 

高等学校名 
通学区域 

名称 地域 

京都府立鴨沂高等学校 

京都府立北稜高等学校 

京都府立朱雀高等学校 

京都府立洛東高等学校 

京都府立嵯峨野高等学校 

京都府立北嵯峨高等学校 

京都府立桂高等学校 

京都府立洛西高等学校 

京都府立桃山高等学校 

京都府立東稜高等学校 

京都府立洛水高等学校 

京都府立向陽高等学校 

京都府立乙訓高等学校 

京都府立西乙訓高等学校 

京都市・乙訓通学圏 京都市（他の通学圏に属する地域を

除く。） 

向日市 

長岡京市 

大山崎町 

八幡市（八幡長町、八幡樋ノ口及び

川口高原に限る。） 

久御山町（大橋辺に限る。） 

京都府立東宇治高等学校 

京都府立莵道高等学校 

京都府立城陽高等学校 

京都府立西城陽高等学校 

京都府立京都八幡高等学校 

京都府立久御山高等学校 

京都府立田辺高等学校 

京都府立木津高等学校 

京都府立南陽高等学校 

山城通学圏 宇治市 

城陽市 

八幡市（他の通学圏に属する地域を

除く。） 

京田辺市 

木津川市 

久御山町（他の通学圏に属する地域

を除く。） 

井手町、宇治田原町 

笠置町、和束町、精華町、南山城村 

京都府立北桑田高等学校 

京都府立園部高等学校 

京都府立須知高等学校 

口丹通学圏 京都市（京都京北小中学校の通学区

域に限る。） 

亀岡市 

南丹市 

京丹波町 

京都府立綾部高等学校 

京都府立福知山高等学校 

京都府立東舞鶴高等学校 

京都府立西舞鶴高等学校 

中丹通学圏 綾部市 

福知山市 

舞鶴市 

京都府立峰山高等学校 丹後通学圏 宮津市 

京丹後市 

伊根町、与謝野町 

  



 

備考 この表に規定する口丹通学圏、中丹通学圏及び丹後通学圏の高等学校にあつては、

口丹通学圏、中丹通学圏及び丹後通学圏から当該高等学校の通学圏を除いた２通学圏

から入学することができる者（第４条第２項に規定する教育長の許可を受けた者を除

く。）の範囲は、定員の100分の30以内とする。 

 

２ 普通科（スポーツ総合専攻）の通学区域 

高等学校名 通学区域 

名称 地域 

京都府立西城陽高等学校 

京都府立久御山高等学校 

山城通学圏 宇治市 

城陽市 

八幡市（他の通学圏に属する地域を

除く。） 

京田辺市 

木津川市 

久御山町（他の通学圏に属する地域

を除く。） 

井手町、宇治田原町 

笠置町、和束町、精華町、南山城村 

京都府立綾部高等学校 中丹通学圏 綾部市 

福知山市 

舞鶴市 

丹後通学圏 宮津市 

京丹後市 

伊根町、与謝野町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表第２(第２条関係） 

１ 普通科の通学区域 

高等学校名 通学区域 

京都府立山城高等学校 

京都府立洛北高等学校 

京都府立鳥羽高等学校 

京都市（京都京北小中学校の通学区域を除く。） 

向日市 

長岡京市 

大山崎町 

八幡市（八幡長町、八幡樋ノ口及び川口高原に限る。） 

久御山町（大橋辺に限る。） 

京都府立城南菱創高等学校 宇治市 

城陽市 

八幡市（八幡長町、八幡樋ノ口及び川口高原を除く。） 

京田辺市 

木津川市 

久御山町（大橋辺を除く。） 

井手町、宇治田原町 

笠置町、和束町、精華町、南山城村 

京都府立亀岡高等学校 京都市（京都京北小中学校の通学区域に限る。） 

亀岡市 

南丹市 

京丹波町 

京都府立宮津天橋高等学校 

京都府立丹後緑風高等学校 

宮津市 

京丹後市 

伊根町、与謝野町 

備考 この表に規定する京都府立亀岡高等学校、京都府立宮津天橋高等学校及び京都府

立丹後緑風高等学校にあつては、京都市（京都京北小中学校の通学区域に限る。）、亀

岡市、南丹市、京丹波町、綾部市、福知山市、舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町及

び与謝野町から当該高等学校の通学区域を除いた地域から入学することができる者

（第４条第２項に規定する教育長の許可を受けた者を除く。）の範囲は、定員の100分

の30以内とする。 

 

２ 普通科（スポーツ総合専攻及び美術・工芸専攻）の通学区域 

高等学校名 通学区域 

京都府立洛北高等学校 

京都府立鳥羽高等学校 

京都府立亀岡高等学校 

京都市 

向日市 

長岡京市 

大山崎町 

八幡市（八幡長町、八幡樋ノ口及び川口高原に限る。） 

久御山町（大橋辺に限る。） 

亀岡市 

南丹市 

京丹波町 

 



○京都府立の中学校及び高等学校の通学区域に関する規則施行規程（抄） 

昭和59年11月23日 

京都府教育委員会教育長告示第６号 

京都府公立高等学校通学区域に関する規則（昭和59年京都府教育委員会規則第14号）第

７条の規定に基づき、〔京都府公立高等学校通学区域に関する規則施行規程〕を次のとおり

定める。 

京都府立の中学校及び高等学校の通学区域に関する規則施行規程 

 

（未成年後見人に準ずる者） 

第１条 京都府立の中学校及び高等学校の通学区域に関する規則（昭和59年京都府教育委

員会規則第14号。以下「規則」という。）第３条に規定する未成年後見人に準ずる者は、

就学希望者の在学期間中監護及び教育を行うことが見込まれる者で、監護及び教育を行

うについて正当な理由があるものとする。 

２ 京都府立の中学校（以下「中学校」という。）又は高等学校（以下「高等学校」という。）

に入学しようとする者の未成年後見人に準ずる者は、中学校にあつては中学校入学志願

者の保護者届（別記第１号様式）を、高等学校にあつては高等学校入学志願者の保護者

届（別記第１号様式の2)を京都府教育委員会教育長（以下「教育長」という。）に提出し

なければならない。 

 

（転居予定者等の手続） 

第２条 次の各号のいずれかに該当する者が入学しようとする場合は、中学校にあつては

中学校入学志願者の住所に関する届（別記第２号様式）を、高等学校の全日制の課程に

あつては高等学校入学志願者の住所に関する届（別記第２号様式の2)を教育長に提出し

なければならない。 

(１) 保護者（入学志願者が成年の場合には、本人。以下この条において同じ。）の住所

が入学日までに府の区域内に変更する者 

(２) 保護者の住所が入学日までに府の区域内において変更する者で教育長が別に定め

るもの 

(３) 保護者の生活の本拠が住民基本台帳に記載された住所と異なる者 

 

（通学区域外就学の手続） 

第３条 規則第４条第１項に規定する通学が著しく困難な者その他教育上特別の事情があ

る者の許可の申請は、中学校にあつては通学区域外の中学校就学許可申請書（別記第３

号様式）に、高等学校の全日制の課程にあつては通学区域外の高等学校就学許可申請書

（別記第３号様式の2)によるものとする。この場合において、次の各号の一に該当する

者にあつては、就学しようとする中学校又は高等学校の校長に提出するものとする。 

(１) 通学が著しく困難な者 

(２) 生徒の保護者（生徒が成年の場合には、本人）の住所の変更又は高等学校におけ

る生徒の転科（転類を含む。）により、就学できる中学校又は高等学校が変更すること

となつた場合において、引き続き現に在学する中学校又は高等学校に就学しようとす

る者 

 

（府外居住者入学志願の手続） 

第４条 規則第５条の規定により中学校又は高等学校の全日制の課程に就学しようとする

者の許可の申請は、中学校にあつては府外居住者の中学校就学許可申請書（別記第４号



様式）に、高等学校の全日制の課程にあつては府外居住者の高等学校就学許可申請書（別

記第４号様式の2)によるものとする。ただし、教育長が別に定めるところにより許可し

た場合はこの限りではない。 

 

（高等学校の定時制の課程及び通信制の課程の取扱い） 

第５条 保護者（就学希望者が成年の場合には、本人）の住所が府の区域以外に存する就

学希望者が高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に就学しようとする場合は、府外

居住者の就学理由書（別記第５号様式）を就学しようとする高等学校の校長に提出しな

ければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。 

(１) 就学希望者の住所又は勤務先が府の区域内にある場合 

(２) 就学希望者の住所又は勤務先を就学を始める日までに府の区域内に変更する場合 

 



 

○京都市立高等学校の通学区域に関する規則 

平成12年８月25日 

教育委規則第２号 

京都市立高等学校の通学区域を定める規則を次のように定める。 

京都市立高等学校の通学区域に関する規則 

（趣旨） 
第１条 この規則は、京都市立高等学校（以下「市立高校」という。）の通学区域に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（通学区域） 

第２条 全日制の課程に置く普通科並びに京都市立紫野高等学校のアカデミア科及び京都

市立開建高等学校のルミノベーション科の通学区域は、京都市（右京区役所京北出張所

の所管区域内を除く。）、向日市、長岡京市、大山崎町、八幡市（八幡長町、八幡樋ノ

口及び川口高原に限る。）及び久御山町（大橋辺に限る。）とする。ただし、教育上特

別の事情があるときは、通学区域の調整を行うことがある。 

２ 前項に定めるもののほか、市立高校の通学区域は、京都府の区域の全部とする。 

（就学できる市立高校） 

第３条 就学できる市立高校は、別に定める場合を除き、就学希望者の保護者（親権を行

う者又は未成年後見人若しくはこれに準じる者として京都市教育長（以下「教育長」と

いう。）が定める者をいう。以下同じ。）の住所（就学希望者が成年の場合には、本人

の住所。以下同じ。）の存する通学区域の市立高校とする。 

（就学できる市立高校の特例） 

第４条 前条の規定にかかわらず、通学が著しく困難な者その他教育上特別の事情がある

者は、前条の就学できる市立高校以外の市立高校に就学することができる。 

２ 前項の規定により就学しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。 

（京都府の区域外からの就学） 

第５条 保護者の住所が京都府の区域外に存する就学希望者は、あらかじめ教育長の許可

を受けて、市立高校に就学することができる。ただし、定時制の課程への就学希望者の

取扱いについては、別に定める。 

（入学許可の取消し） 

第６条 この規則に反して市立高校に入学した者は、入学の許可を取り消されることがあ

る。 

（委任） 

第７条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必

要な事項は、教育長が定める。 



 

○京都市立高等学校の通学区域に関する規則施行規程（抄） 

平成12年８月25日 

教育委教育長告示第５号 

京都市立高等学校の通学区域に関する規則施行規程を次のように定めます。 

京都市立高等学校の通学区域に関する規則施行規程 

（未成年後見に準じる者） 

第１条 京都市立高等学校の通学区域に関する規則（以下「規則」という。）第3条に規定

する未成年後見人に準じる者（以下「未成年後見人に準じる者」という。）は、就学希望

者の在学期間中監護及び教育を行うことが見込まれる者で、監護及び教育を行うについて

正当な理由があるものとする。 

２ 京都市立高等学校（以下「市立高校」という。）に入学しようとする者の未成年後見人

に準じる者は、高等学校入学志願者の保護者届（第1号様式）に、入学しようとする者が

在学し、又は卒業した中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び中

学校に準じる学校を含む。）の校長の副申書、入学しようとする者との関係を証明する資

料及び親権を行う者又は未成年後見人の同意書（親権を行う者又は未成年後見人がある場

合に限る。）を添えて、京都市教育長（以下「教育長」という。）に提出しなければなら

ない。 

（転居予定者等の手続） 

第２条 次の各号のいずれかに該当するとき、市立高校の全日制の課程に入学しようとする

者は、高等学校入学志願者の住所に関する届（第2号様式）に転居先住所（第2号に該当す

る場合にあっては、生活の本拠の所在地）を確認できる資料を添えて、教育長に提出しな

ければならない。 

(1) 保護者（入学しようとする者が成年の場合には、本人。以下同じ。）の住所が入学日

までに通学区域内に変更されるとき 

(2)  保護者の生活の本拠が住民基本台帳に記載された住所と異なるとき 

（通学区域外就学の手続） 

第３条 規則第4条第2項に規定する許可を受けようとする者は、通学区域外就学許可申請書

（第3号様式）に許可を受けようとする事情が存することを証明し、又は具体的に説明す

る資料を添えて申請しなければならない。 

２ 前項の申請書及び資料は、教育長に提出しなければならない。ただし、通学が著しく困

難であることにより当該許可を受けようとするときは、当該申請書及び資料を就学しよう



 

とする市立高校の校長に提出しなければならない。 

（府外居住者の入学志願の手続） 

第４条 市立高校の全日制の課程に就学するため、規則第5条の許可を受けようとする者は、

府外居住者の就学許可申請書（第4号様式）に、許可を受けようとする事情が存すること

を証明し、又は具体的に説明する資料を添えて、教育長に提出しなければならない。 

（定時制の課程の取扱い） 

第５条 市立高校の定時制の課程への就学希望者で、保護者の住所が京都府の区域外に存す

るものは、府外居住者の就学理由書（第5号様式）を就学しようとする市立高校の校長に

提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。 

(1) 就学希望者の住所又は勤務先が京都府の区域内にあるとき。 

(2)  就学希望者の住所又は勤務先を入学日までに京都府の区域内に変更するとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




